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周防大島町告示第９号

平成31年第１回周防大島町議会定例会を次のとおり招集する

平成31年２月26日

周防大島町長 椎木 巧

１ 期 日 平成31年３月５日

２ 場 所 大島庁舎議場

──────────────────────────────

○開会日に応招した議員

藤本 淨孝君 新田 健介君

吉村 忍君 砂田 雅一君

田中 豊文君 吉田 芳春君

平野 和生君 松井 岑雄君

尾元 武君 新山 玄雄君

中本 博明君 久保 雅己君

小田 貞利君 荒川 政義君

─────────────────────────────

○３月６日に応招した議員

──────────────────────────────

○３月19日に応招した議員

──────────────────────────────

○３月22日に応招した議員

──────────────────────────────

○応招しなかった議員

──────────────────────────────
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───────────────────────────────────────────

平成31年 第１回（定例）周 防 大 島 町 議 会 会 議 録（第１日）

平成31年３月５日（火曜日）

───────────────────────────────────────────

議事日程（第１号）

平成31年３月５日 午前９時30分開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸般の報告

日程第４ 施政方針並びに議案の説明・行政報告

日程第５ 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて

日程第６ 諮問第２号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて

日程第７ 議案第12号 平成３０年度周防大島町一般会計補正予算（第１０号）

日程第８ 議案第13号 平成３０年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

日程第９ 議案第14号 平成３０年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）

日程第10 議案第15号 平成３０年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）

日程第11 議案第16号 平成３０年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）

日程第12 議案第17号 平成３０年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第３号）

日程第13 議案第18号 平成３０年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）

日程第14 議案第19号 平成３０年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

日程第15 議案第20号 平成３０年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第３号）

日程第16 議案第21号 平成３０年度周防大島町水道事業企業会計補正予算（第３号）

日程第17 議案第22号 平成３０年度周防大島町病院事業局企業会計補正予算（第２号）

日程第18 議案第23号 周防大島町報酬及び費用弁償条例の一部改正について

日程第19 議案第24号 周防大島町病院事業管理者が医師である場合の給与等に関する条例の

一部改正について

日程第20 議案第25号 周防大島町一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について

日程第21 議案第26号 周防大島町町衆文化の薫る郷公園条例等の一部改正について

日程第22 議案第27号 周防大島町農業者健康管理センター設置条例の一部改正について

日程第23 議案第28号 周防大島町布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管

理者の資格基準に関する条例の一部改正について

日程第24 議案第29号 周防大島町ながうらスポーツ滞在型施設等の設置及び管理に関する条
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例の一部改正について

日程第25 議案第30号 山口県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び共同

処理する事務の構成団体の変更並びにこれに伴う規約の変更について

日程第26 議案第31号 山口県市町総合事務組合の財産処分について

日程第27 議案第32号 油宇集会施設の指定管理者の指定について

日程第28 議案第33号 小泊集会施設の指定管理者の指定について

日程第29 議案第34号 周防大島町高齢者生活福祉センター「和田苑」の指定管理者の指定に

ついて

日程第30 議案第35号 周防大島町高齢者生活福祉センター「しらとり苑」の指定管理者の指

定について

日程第31 議案第36号 不動産の買入れについて（周防大島町陸上競技場及び周防大島町総合

体育館駐車場用地）（質疑・討論・採決）

日程第32 議案第37号 動産の買入れについて（平成３０年度道の駅サザンセトとうわ販売所

用厨房機器）（質疑・討論・採決）

──────────────────────────────

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸般の報告

日程第４ 施政方針並びに議案の説明・行政報告

日程第５ 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて

日程第６ 諮問第２号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて

日程第７ 議案第12号 平成３０年度周防大島町一般会計補正予算（第１０号）

日程第８ 議案第13号 平成３０年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

日程第９ 議案第14号 平成３０年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）

日程第10 議案第15号 平成３０年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）

日程第11 議案第16号 平成３０年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）

日程第12 議案第17号 平成３０年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第３号）

日程第13 議案第18号 平成３０年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）

日程第14 議案第19号 平成３０年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

日程第15 議案第20号 平成３０年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第３号）

日程第16 議案第21号 平成３０年度周防大島町水道事業企業会計補正予算（第３号）
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日程第17 議案第22号 平成３０年度周防大島町病院事業局企業会計補正予算（第２号）

日程第18 議案第23号 周防大島町報酬及び費用弁償条例の一部改正について

日程第19 議案第24号 周防大島町病院事業管理者が医師である場合の給与等に関する条例の

一部改正について

日程第20 議案第25号 周防大島町一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について

日程第21 議案第26号 周防大島町町衆文化の薫る郷公園条例等の一部改正について

日程第22 議案第27号 周防大島町農業者健康管理センター設置条例の一部改正について

日程第23 議案第28号 周防大島町布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管

理者の資格基準に関する条例の一部改正について

日程第24 議案第29号 周防大島町ながうらスポーツ滞在型施設等の設置及び管理に関する条

例の一部改正について

日程第25 議案第30号 山口県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び共同

処理する事務の構成団体の変更並びにこれに伴う規約の変更について

日程第26 議案第31号 山口県市町総合事務組合の財産処分について

日程第27 議案第32号 油宇集会施設の指定管理者の指定について

日程第28 議案第33号 小泊集会施設の指定管理者の指定について

日程第29 議案第34号 周防大島町高齢者生活福祉センター「和田苑」の指定管理者の指定に

ついて

日程第30 議案第35号 周防大島町高齢者生活福祉センター「しらとり苑」の指定管理者の指

定について

日程第31 議案第36号 不動産の買入れについて（周防大島町陸上競技場及び周防大島町総合

体育館駐車場用地）（質疑・討論・採決）

日程第32 議案第37号 動産の買入れについて（平成３０年度道の駅サザンセトとうわ販売所

用厨房機器）（質疑・討論・採決）

──────────────────────────────

出席議員（13名）

１番 藤本 淨孝君 ２番 新田 健介君

３番 吉村 忍君 ４番 砂田 雅一君

５番 田中 豊文君 ６番 吉田 芳春君

７番 平野 和生君 ９番 尾元 武君

10番 新山 玄雄君 11番 中本 博明君

12番 久保 雅己君 13番 小田 貞利君
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14番 荒川 政義君

──────────────────────────────

欠席議員（１名）

８番 松井 岑雄君

──────────────────────────────

欠 員（なし）

──────────────────────────────

事務局出席職員職氏名

事務局長 舛本 公治君 議事課長 大川 博君

書 記 池永祐美子君

──────────────────────────────

説明のため出席した者の職氏名

町長 …………………… 椎木 巧君 代表監査委員 ………… 西本 克也君

副町長 ………………… 岡村 春雄君 教育長 ………………… 西川 敏之君

病院事業管理者 ……… 石原 得博君 総務部長 ……………… 中村 満男君

産業建設部長 ………… 林 輝昭君 健康福祉部長 ………… 平田 勝宏君

環境生活部長 ………… 佐々木義光君 久賀総合支所長 ……… 藤井 正治君

大島総合支所長 ……… 近藤 晃君 東和総合支所長 ……… 山﨑 実君

橘総合支所長 ………… 中村 光宏君

会計管理者兼会計課長 ……………………………………………………… 大下 崇生君

教育次長 ……………… 永田 広幸君 病院事業局総務部長 … 村岡 宏章君

総務課長 ……………… 岡本 義雄君 財政課長 ……………… 重冨 孝雄君

税務課長 ……………… 藤本 倫夫君 社会教育課長 ………… 藤井 郁男君

──────────────────────────────

午前９時30分開会

○議長（荒川 政義君） 改めまして、おはようございます。

ただいまから、平成３１年第１回周防大島町議会定例会を開会いたします。

松井議員から本日の会議に欠席の通告を受けております。

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりです。

────────────・────・────────────

日程第１．会議録署名議員の指名
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○議長（荒川 政義君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

今期定例会の署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、４番、砂田雅一議員、５番、田

中豊文議員を指名いたします。

────────────・────・────────────

日程第２．会期の決定

○議長（荒川 政義君） 日程第２、会期の決定についてを議題とします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、去る２月２８日開催の議会運営委員会において協議

の結果、お手元に配付してある会期日程のとおり、本日から３月２２日までの１８日間としたい

と思います。御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） 異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、お手元に配付して

ある会期日程のとおり、本日から３月２２日までの１８日間とすることに決しました。

────────────・────・────────────

日程第３．諸般の報告

○議長（荒川 政義君） 日程第３、諸般の報告を行います。

昨年１２月定例会以降の諸般についてを御報告いたします。

規定に基づき、監査委員から月例現金出納検査（１２月・１月・２月実施分）及び定期監査

（１２月・１月・２月実施分）の結果の報告について提出されておりますので、お手元にその写

しを配付いたしております。

次に、陳情・要望関係については、３件受理いたしました。

陳情第１２号、全国知事会の米軍基地負担に関する提言の主旨に基づいて、地方自治の根幹を

脅かす日米地位協定の見直しについて、意見書の提出を国に求めることについての陳情です。

陳情第１３号、辺野古新基地建設が、沖縄県民にのみ過重な負担を強い、その尊厳を踏みにじ

るものであることに鑑み、解決に向けた主体的な取り組みを日本国民全体に呼びかけるとともに、

政府に対し、沖縄県民の民意を尊重することを求める決議の採択についての陳情であります。

陳情第１４号は、奥山等のスギ・ヒノキ放置人工林を、森林環境譲与税（仮称）で計画的に皆

伐を進め、天然林に戻すことを求める陳情であります。

これらの陳情については、２月２８日に開催された議会運営委員会で取り扱いについてをお諮

りし、議員配付としてお手元にお届けいたしております。

次に、系統議長会関係では、２月１５日、山口市において山口県町議会議長会定例会が開催さ

れ、平成３０年度歳入歳出補正予算と平成３１年度歳入歳出予算並びに平成３１年度事業計画に

ついて協議がなされました。
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あわせて、山口県離島振興市町議会議長会の定例会も開催され、離島地域は地理的・自然的特

殊事情に起因する制約を背景に、社会資本の整備や所得・生活面における格差が存在しているこ

とを踏まえ、離島振興のための諸施策を推進するよう、国並びに県等の関係機関・団体に対する

陳情要望活動を行うとともに、市町相互の連絡調整を図りながら取り組んでいくことを承認いた

しました。

そのほか、山口県町議会議長会で実施いたします各種研修事業につきましては、開催日程が決

まり次第、議員各位に御案内を差し上げたいと存じます。

次に、柳井地区広域市町関係では、１２月２７日と２月２７日に柳井地区広域消防組合議会が

開催され、吉村議員、久保議員が出席されております。

また、１２月２７日には柳井地域広域水道企業団議会が開催され、昨年１０月２２日に発生し

た大島大橋への貨物船衝突事故に係る送水管破断事故に対する対応について、藤本議員、新田議

員が出席されております。

さらに、来る３月２６日にも柳井地域広域水道企業団議会が開催され、出席の上で審議される

予定となっております。

続いて、町人会関係では、１月２０日に開催された東京久賀倶楽部総会へ吉田議員が、３月

２日に開催された東京たちばな会総会へ平野議員が出席をいたしました。

それぞれの会におきまして、会員とふるさとをつなぐ情報交換と親睦の和を広めるとともに、

昨年いろいろ災禍に見舞われた周防大島に対する復興支援についてお願いさせていただき、それ

ぞれの町人会の皆様から、ふるさとに対する熱い思いや激励をいただいたと存じます。関係議員

の皆様、大変お疲れさまでございました。

また、今後、５月には東京大島ふるさと会が予定されております。この件につきましては、今

期定例会最終日に議員派遣として御議決をいただく予定としておりますので、よろしくお願い申

し上げます。

以上で、諸般の報告を終わります。

────────────・────・────────────

日程第４．施政方針並びに議案の説明・行政報告

○議長（荒川 政義君） 日程第４、施政方針並びに議案の説明・行政報告に入ります。

町長から施政方針並びに議案の説明・行政報告を求めます。椎木町長。

○町長（椎木 巧君） 皆さん、おはようございます。

本日は、平成３１年第１回周防大島町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におか

れましては、大変御多忙な折、御参集を賜り誠にありがとうございます。厚く御礼を申し上げま

す。
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平成３１年度一般会計予算をはじめ、各特別会計予算並びに諸議案つきまして御審議をいただ

くにあたり、今後の町政運営に臨む私の基本的な考えの一端を申し述べさせていただき、議員各

位並びに町民の皆様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。

日本経済の現状につきましては、内閣府が発表いたしました２月の月例経済報告によりますと、

景気は緩やかに回復しているとし、先行きについては、雇用・所得環境の改善が続く中で、各種

政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、通商問題の動向が世界経

済に与える影響とか、中国経済の先行き、海外経済の動向と政策に関する不確実性、金融資本市

場の変動の影響に留意する必要があるというような基調判断を行っているところでございます。

国におきましては、平成３１年度予算編成の基本的な考え方として、引き続き、経済再生なく

して財政健全化なしを基本とし、潜在成長率を高めるため、経済財政運営と改革の基本方針

２０１８に基づき、一人一人の人材の質を高める人づくり革命と成長戦略の核となる生産性革命

に最優先で取り組むということといたしております。

また、２０１９年１０月１日に予定されている消費税の引き上げの対応では、引き上げ前後の

消費を平準化するため、あらゆる施策を総動員し、経済の回復基調を維持する措置を講じるとい

たしております。

さらに平成３１年度予算は、新経済・財政再生計画で位置付けられた、社会保障改革を軸とす

る基盤強化期間の初年度となる予算とし、社会保障関係費や非社会保障関係費等について歳出改

革の取り組みを継続するという方針のもと、計画に沿った予算編成にあたっては、国の財政の厳

しい状況を踏まえ、引き続き、歳出全般にわたり聖域なき徹底した見直しを推進し、地方におい

ても国の取り組みと基調を合わせた見直しを進めるといたしております。

さて、平成３０年度を顧みますと、周防大島町にとって大きな話題と試練の年であったと思っ

ております。

７月には中国地方を中心に豪雨に見舞われ、本町におきましても住宅の全半壊、町道・農道に

も大きな被害を受けました。

８月には町内に帰省中であった２歳の小さい子供が行方不明となり、３日目に無事に保護され、

スーパーボランティアなる流行語も生まれたところであります。

９月には大阪からの逃走犯が本町に長期間滞在したことが判明し、周防大島町の人々はとても

優しく人情味のある方ばかりで、また訪れたいとのコメントを残していましたが、ある種複雑な

思いがした事件でもありました。

そして１０月には大島大橋に外国船籍の大型貨物船が衝突し、水道送水管などを切断する事件

が発生いたしました。町内ほぼ全域が断水し、約１万６,０００人の生活が麻痺いたしました。

大島大橋も大きく損壊し、一時は全面通行止めになるなど、通勤、通学、さらには物流も遮断さ



- 9 -

れ、住民に大きな影響を及ぼしましたが、１１月２７日には応急復旧により橋の交通規制が解除

され、１２月１日には断水も解消いたしました。大島大橋一本にライフラインを依存することが

現実問題となったわけですが、このピンチをチャンスに、問題を課題克服のヒントとして総力を

挙げて取り組んでまいりたいと思っております。

今後もまだまだ大きな課題が残っているわけでございます。例えば船責法に基づく申し立ての

件など、これからの課題がたくさんありますが、これらにも適切に対応してまいりたいと考えて

おります。

さて、平成３１年度には、周防大島町が合併して１５年の節目を迎えます。私自身も、平成

２０年１１月に周防大島町の２代目の町長に就任以来、皆様方からの御支援を賜りながら町政を

担わせていただき、既に１０年を経過し、また、平成２８年１１月に３期目の御信任をいただき

ました今任期も折り返しを過ぎたところであります。

平成１６年１０月の大島郡４町の合併からこれまで、財政健全化を地方自治の第一の旨とし、

専心、この課題に取り組み、行財政改革を推進してまいりました。そしてその成果をもとに、ま

ずは住民の生活に密着した施策や施設の整備に、さらに地域の安全安心のための防災対策や定住

に向けた子育て支援の充実等を図ってまいりました。

また、地域活力の創出を目指し、農業や漁業、豊かな自然、そして先人の築いた偉大な歴史を

財産・資源として、観光交流人口１００万人を目標に交流人口の拡大にも努めてまいったところ

であります。

さらには、そうした人や仕事の流れを定住へつないでいくことで、誰もが主役になれる町、幸

せに暮らせる町づくりを実現していただけるとの思いから、住民の皆様、議員各位の御理解と御

協力をいただきながら、職員とともに邁進してまいったところでございます。

一昨年は、長年の目標でありました観光交流人口１００万人を達成したところでありますが、

直面する一番の課題である人口の減少においては、誠に厳しい状況に変わりありません。そのた

め、これまでの子育て支援、教育環境や居住環境の充実といった対策に加え、全ての施策が定住

につながるという信念のもとに、あらゆる取り組みを重ねていく必要があると考えております。

本町の財政状況につきましては、平成３０年９月議会におきまして御認定をいただきました平

成２９年度の決算のとおり、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率

等につきましては早期健全化基準を下回っているものの、水準としてはまだまだ高く、また改善

の状況も鈍化しつつあることに注意を払う必要があります。

さらに、町財政は主に地方交付税の動向に大きく影響されることから、財政構造の弾力化の指

標となる経常収支比率においては実質的には悪化しているという状況にありまして、今後の人件

費や公債費の減少要素も、他の経常的経費の増加要素へスライドしてしまうということを考慮す
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れば、これからの財政運営には大変強い覚悟で臨まなければならないと考えております。

また、平成３１年度は合併特例法による特例措置が終了する年度となります。これについては、

既に平成２７年度から段階的に減少しているところでありますが、今後も普通交付税の算定基礎

となる国勢調査人口の減少による影響等も大きいことが予想されることなど、これからの財政環

境は厳しく見通す必要があります。そのため、まずは財政運営の基本に立ち返り、歳入に見合う

歳出、基金繰入金に頼らない予算編成、その上で財源投入の大小緩急を誤らぬ心がけが重要であ

ると思っております。

それでは、平成３１年度における重点政策について申し上げたいと思います。

重要課題の第１は、定住対策であります。

私といたしましては、本町のまち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げます安定した雇用の創出、

新しい人の流れをつくる、若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる、安心な暮らしを守

り連携した地域の創造という、これまでの基本目標の達成に向け、あらゆる政策資源をつぎ込み、

やれることは全てやるという覚悟で取り組んでまいります。

歯止めのかからぬ過疎・少子高齢化などの社会の構造変化やこれによる地域経済の縮小は、我

が国全体の深刻な問題であり、本町においては、早くからこの課題に取り組むことを余議なくさ

れてまいりました。

定住対策に特効薬はありませんが、何もしなければ取り残されてしまうという誠に困難な課題

であります。これまで子育て支援の取り組みといたしまして、義務教育終了時までの医療費自己

負担額を所得制限なく全額助成するなど、子育てしやすい環境づくりや小中学校への空調設備の

整備などの教育環境の充実を図ってまいりました。

また、交流から定住への取り組みといたしまして、移住者を含め若者が定住するための生活基

盤の一つである居住環境の充実として、若者定住促進住宅用地の整備事業、定住促進住宅の建設

事業、空き家バンクに加えまして空家有効活用事業など住宅確保を実施するとともに、基幹産業

の振興やそれから展開する観光産業の育成、廃校や空き家などの遊休施設を活用したサテライト

オフィスの誘致など、雇用の創出にも努めてまいりました。

町外に住む人が住んでみたくなる、そして町内に居住する人が住み続けたいというような町づ

くりを目指し、まち・ひと・しごと創生総合戦略を推進してまいります。

第２は、防災安全対策であります。

私は常々申し上げておりますが、町民の生命や財産を守り、安全・安心な生活を確保すること

が、町づくりを進める上で何よりも大切であると考え、あらゆる事故や災害において一人の犠牲

者も出さない、そういう覚悟で、防災・減災に関する施策を積極的に推進してまいります。

昨年の台風や集中豪雨などによる災害は記憶に新しく、近年の自然災害の規模や頻度は確実に
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拡大してきております。自治体に求められる地域防災力は、強化とともに多様な対応も必要とな

ってまいりました。地域住民の安全・安心を確保するためには、これまで以上の防災対策が求め

られておりますが、災害対応における課題については本当に幅広く、また複雑なことも多いこと

から、国土強靭化を含め国や県とともに、喫緊の課題としてこれらに臨む必要があります。

一方、地域と自治体が主体となって取り組むべき実効性のある自主防災組織の充実や、自助、

共助、公助の役割分担の意識の向上については、これまで重点的に取り組んでまいりましたが、

昨年の事故等を教訓に、個人、地域コミュニティ、地域福祉や地域消防組織、そして自治体の連

携をさらに強化し、支え合いや避難行動など本町ならではの防災機能を確立し、地域防災力の強

化、醸成を図っていきたいと考えております。

また、防災安全対策に求められるものは自然災害だけではなく、火災、交通安全や防犯対策、

さらには予期せぬ事故の対応もあることから、これらも含めた対策が必要であります。

次に第３として、健康づくりであります。

みずからが積極的に健康づくりに取り組み、生活習慣の見直しを行うなど疾病を予防し、健康

レベルの向上を図り、健康寿命の延伸を目指すため、健診の受診率を高めるとともに、健康づく

りに必要な情報の提供を行います。

国においては、高齢者をはじめとして多様な就労、社会参加を促進し、社会全体の活力を維持

していく基盤として、健康寿命を延伸し、平均寿命との差を縮小することを目指すとしておりま

す。

本町においても従前から、生涯にわたり社会に参画し、生き生きと人生を送るためには、健康

で自立した暮らしができることが大切であるとし、そのための取り組みが健康づくりの施策であ

ると考えております。

これまで、社会の活力の増進や、社会保障費の軽減と町民への負担軽減につながることから、

健診の受診率の向上等による疾病の早期発見、早期治療、さらには減塩環境対策の拡充、自主的

な健康づくりへの参画や健康を意識した生活習慣の見直し、そして最後まで健康であり続けるた

めには、地域の実情に応じた本町ならではの取り組みも充実する必要があります。

健康づくりの目指すところは健康寿命が平均寿命に近づいていくことであり、そのことで幸せ

に暮らすことを実感していただきたいと思っております。

財政の健全化を前提としながら、これら３つの重点課題への取り組みとともに、引き続き地域

に密着した事業を中心に、至誠と調和を意識し、また、真面目に、誠実に、地道に、謙虚に、そ

して確実にの初心に立ち返り、これからの課題解決に向けて取り組んでまいる所存でありますの

で、町議会をはじめ、関係各位のなお一層の御支援、御協力をお願いするものであります。

さて、平成３１年度の当初予算編成について御説明を申し上げます。
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総務省による地方財政対策においては、通常収支分として、地方が人づくり革命の実現や地方

創生の推進、防災・減災対策等に取り組みつつ、安定的な財政運営を行うために必要となる一般

財源総額について、平成３０年度地方財政計画と実質的に同水準を確保することを基本とし、地

方税、地方交付税等の一般財源について、前年度比１.０％増の６２兆７,０７２億円を確保する

といたしております。

また、地方交付税におきましては、その総額を１６兆１,８０９億円とし、前年度比では

１.１％、１,７２４億円の増額としておりまして、地方公共団体が自主性・主体性を発揮して地

方創生に取り組み、地域の実情に応じたきめ細かな施策を可能にする観点から、まち・ひと・し

ごと創生事業費についても前年度と同額の１兆円を計上するとしております。

こうした状況のもとに、平成３１年度当初予算の編成にあたっては、第３次周防大島町行政改

革大綱実施計画により、計画の成果向上に寄与しない事業を見直し、大幅な一般財源不足に対応

するなど、近い将来、さらに厳しい財政環境を迎えるという危機感を全職員で共有しながらも、

人口の減少、少子高齢化が著しい現実の中においては課題解決に攻めの姿勢で臨むなど、調和の

とれた発展を目指すこととし、予算編成に取り組んだところであります。

いつも申し上げておりますが、いかなるすぐれた行政施策であろうとも、それは健全な財政基

盤のもとに成り立つものでありまして、健全な財政は健全な行政運営の必須条件であります。健

全性を失えば、地方自治は立ち行かなくなるということであります。

そこで平成３０年度に新たな取り組みとして、将来の財政基盤の拡充を図ることを目的に、合

併特例事業債を活用した合併地域振興基金を設置したところでありますが、新年度においてもさ

らに５億円の積み増しをし、原資総額１０億円の地域振興を目的とした基金を確保することとい

たしておるところであります。

合併特例事業債は、合併に対する支援策の一つであり、本町では合併以降１５年間の期間に最

大約１２０億円の起債限度額が認められ、基金造成については、本町においては約２２億円が限

度とされております。

普通交付税の合併算定替や合併特例事業債などの支援策により、中期的な財政見通しが立った

ところであり、将来、今以上に厳しいであろう財政状況の中でも取り組まなければならない地域

振興策に充てる財源を確保しておこうとするものであります。

御承知のとおり、合併特例事業債を活用するにあたっては、その元利償還額の７０％は地方交

付税に算入されるものの、３０％については一般財源が必要となります。これにつきましても、

今後は繰越金等を積み立てた減債基金を充当していくことも考えていきたいと思っているところ

であります。これは次世代に素敵な未来を約束する町の取り組みの一つであります。

それでは、お手元にお配りしました当初予算案の概要により御説明を申し上げたいと思います。
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２ページをお願いたします。

本町の平成３１年度当初予算は、一般会計で１４３億８,７００万円、国民健康保険事業特別

会計から渡船事業特別会計までの特別会計を合わせますと、総額で２３５億５,４２６万

９,０００円、水道事業特別会計では収益的支出で８億２,９０２万３,０００円、資本的支出で

１億８,６０１万７,０００円、病院事業特別会計では収益的支出で５５億４,５８２万

６,０００円、資本的支出で９億４,６４３万１,０００円の予算となったところでございます。

一般会計では、対前年度比４.９％増、６億６,７００万円の増額予算となっておりますが、

１０月からの消費税引き上げによる負担緩和のためのプレミアム付き商品券の発行や、昨年の

７月豪雨災害によって被災した町道の災害復旧事業が影響いたしております。

３ページをお願いいたします。

一般会計の歳入の状況でございますが、町税は前年度の課税状況等を考慮し１３億２,９６２万

２,０００円、対前年度比１.６％の増額計上といたしております。

地方譲与税や地方消費税交付金につきましても、前年度の実績見込み、または地方財政計画等

により試算計上いたしておりまして、地方消費税交付金につきましては、前年度と同額の２億

７,０００万円となっております。

地方交付税は、前年度と同額の７３億６,０００万円を計上いたしました。本来であれば大幅

な減額計上となるというところが予想されるわけでありますが、本町の簡易水道事業の大部分が

上水道事業に移行しましたことに伴う高料金対策措置分が増額となること、そしてまた、これに

係る平成３０年度措置分が平成３１年度に錯誤措置として普通交付税に算入されることを考慮し、

昨年度と同額計上となっております。

これに、臨時財政対策債２億７,０００万円を加えた広義の、広い意味の地方交付税は７６億

３,０００万円と見込んでおりまして、対前年度比１.０％の減額となっております。これは主に、

地方財政計画によります臨時財政対策債の減額が大きく影響しております。

国庫支出金につきましては１億３,４７２万円、前年度比１２.０％増の１２億５,７７１万

４,０００円となっておりますが、災害復旧事業費が主な要因でございます。

財産収入につきましては、県道拡幅のため旧大島民俗資料館を山口県に売却することから大幅

な増額となっております。

繰入金は、各基金の取り崩しでございますが、財源不足を補うための財政調整基金が約２億

４,３００万円、再編交付金を財源に積み立てた、ちびっ子医療費助成事業基金から約２,０５０万

円、観光振興事業助成基金から約１,１５０万円、福祉医療費一部負担金助成事業基金から約

１,１２０万円、外国語活動推進事業基金から約７７０万円、ふるさと寄附金を積み立てた、ふ

るさと応援基金から１,２４０万円、ＣＡＴＶ加入促進のための基金から１６０万円を取り崩す
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ことといたしております。

また、まち・ひと・しごと創生基金から約４,７００万円を繰り入れることといたしておりま

す。さらに、周防大島高等学校通学支援費給付基金から６００万円を繰り入れることといたして

おります。

諸収入は２億８３１万２,０００円で１０９.３％の増となっておりますが、１０月からの消費

税引き上げによる負担緩和のためのプレミアム付き商品券の代金収入が主な要因となっておりま

す。

町債につきましては１億１,４００万円、６.７％増の１８億１,７９０万円の計上となってお

りますが、過疎対策事業債のほか合併特例事業債、臨時財政対策債がその主なものでございます。

以上が歳入の状況でございますが、４ページにお示ししておりますとおり、町税等の自主財源

比率は１８.２％であり、依然として地方交付税や国・県支出金、町債といった依存財源に

８１.８％を頼らざるを得ない財政環境となっております。

さて、５ページは目的別の歳出でありますが、歳出につきましては、６ページの性質別歳出で

御説明を申し上げます。

人件費は、対前年度比１,４６２万８,０００円、０.８％の増となっております。

公債費につきましては、前年度と比較して１７万６,０００円減の１８億８,６７８万

８,０００円と、ほぼ横ばいの状況になっております。

扶助費は１７億７,５５３万円の計上でありまして、前年度より３.３％の減となっております

が、主に世帯数及び受給者数の減による生活保護扶助費の減額の影響でございます。

普通建設事業費は、対前年度比３.５％、４,５８２万６,０００円の増額となっておりますが、

若者定住住宅建設事業や道の駅サザンセトとうわ増築事業の完了による減額、そして新規事業と

いたしましての橘斎場設備改修工事や統合中学校美術室棟と倉庫等の新増築、そして橘総合セン

ター駐車場浸水対策の増額、これらが主な要因でございます。

災害復旧事業費は、昨年の７月豪雨災害によって被災した町道の災害復旧事業が主なものとな

っております。

物件費は、コンビニ交付システム導入経費や消費税引き上げに係る増額の影響により、対前年

度比４.６％、９,３０３万４,０００円の増額となっております。

補助費は、１０月からの消費税引き上げによる負担緩和のためのプレミアム付き商品券の発行

事業や、病院事業局への医療確保対策に係る繰出金を支出することによる増額が主な要因となっ

ております。

積立金は、今後の町づくりのための合併特例事業債を活用した合併地域振興基金や、再編交付

金を活用した医療確保対策事業基金への積立金を今年度も予定をいたしております。
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次に、７ページの地方債の状況でございますが、一般会計におきましては、起債残高は

７,０００万円の増、約１７０億円になると見込んでおります。一般会計の起債残高は、合併時

の２６２億５,９００万円から約９２億６,０００万円、３５.３％減少したこととなります。

８ページには、各基金の状況をお示ししております。

財政調整基金は本年度末では５２億８,７００万円となり、合併時の約６億４,７００万円から

大幅に増加をいたしておりますが、新年度予算では２億４,２９０万円の取り崩しを予定してい

るところであります。

続いて、主要事業の概要について御説明をいたします。

幸せに暮らせる町づくりのために、５本の柱に沿って主要事業を取りまとめたものを１０ペー

ジから掲載をいたしております。

この中で、主に新規事業について、その概要を説明させていただきたいと思います。

第１に、安心して子供を生み育てられる町、子育て支援等についてであります。

まず、プレミアム付き商品券事業は、１０月から予定されております消費税の引き上げによる

低所得者や子育て世帯への負担を緩和し、地域における消費を喚起するためプレミアム付き商品

券を発行するものでございます。

次に、産後ケア事業及び産婦健診事業につきましては、産後も安心して子育てができるよう支

援体制を確保し、心身のケアや健診を行おうとするものでございます。

次に、１２ページをお願いいたします。２本目の柱、働く意欲の湧き出る町についてでござい

ます。

周防大島復興支援事業の農林漁業は、昨年１０月の大島大橋損傷事故によりまして経営被害を

受けた農林漁業者の方々に対し、緊急的に対応するために長期借入資金の利子補給を行うもので

ございます。

拡充する事業といたしまして、若者定住促進住宅建設事業は、大島地区に若者定住を促進する

ための住宅を建設するための用地を購入する費用を計上いたしております。

次に、１４ページ、３本目の柱、自然と環境にやさしい町、生活環境の整備についてでござい

ます。

被災家屋支援事業は、昨年７月の豪雨災害により半壊以上の被害を受けた住家について、公費

にて解体を行うというものでございます。

公共下水道施設機能保全事業は、安下庄及び東和浄化センターについて耐震化・長寿命化計画

に基づき、施設更新に係る詳細設計を行うというものでございます。

継続事業といたしまして、久賀・大島地区公共下水道事業は、公共下水道整備を行うもの、ま

た、東和片添地区公共下水道事業は、三ケ浦地区の快適な生活環境の保全や定住促進を図るため、
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公共下水道整備に係る測量設計や管路工事を行おうとするものでございます。

次に、晩年を豊かで安心して過ごせる町、これについてでございますが、救急安心センター事

業は、救急車を呼ぶべきかどうかという迷った際に、相談窓口において電話でアドバイスを受け

られるというものでございます。

次に、トンネル施設長寿命化計画策定事業は、施設の延命化のために施設の調査や点検を行い、

長寿命化計画の策定を行うもの、小規模治山事業は、昨年７月の豪雨災害により被災をいたしま

した林道白木線を復旧するものとなっております。

また、道路橋梁りょう補助災害復旧事業も同様に、被災した町道の災害復旧事業を行うもので

ございます。

次に、橘斎場設備改修事業は、経年劣化いたしております火葬炉の更新及び付帯設備の改修を

行うもの、橘総合センター駐車場浸水対策事業は、大雨の際に浸水しておりました駐車場の浸水

対策工事を行うものとなっております。

次に、総合体育館アリーナ床改修事業は、木材から水や汚れに強い特殊ウレタンコーティング

を施したクッションシートへ改修するというものでございます。

次に、非常用自己水源井戸調査事業は、昨年１０月の大島大橋損傷事故により水の確保等に多

大な負担が発生したことから、非常用水源としての利活用を検討するため、旧簡易水道施設の水

源井戸の調査を行うものでございます。

次に、拡充事業といたしまして、健診・保健指導事業は、生活習慣病の減少や重症化を予防す

るため、４０歳以上を対象として特定健診の自己負担金無料化を行います。

次に、１６ページをお願いいたします。５本目の柱、次世代に素敵な未来を約束する町につい

てでございます。

まず、コンビニ交付システム導入事業は、戸籍謄本や戸籍抄本、または住民票の写し、また印

鑑登録証明書等をコンビニでの取得が可能となるというものでございます。

県外人材町内就職促進事業補助金は、東京圏の在住者の方々を対象に、一定要件により支援金

を交付しようとするものでございます。

周防大島復興支援事業の商工は、昨年１０月の大島大橋損傷事故に対する復興支援として、プ

レミアム宿泊券やフェリー券、クーポン券を発行するものとなっております。

なお、１８ページには、大島大橋損傷事故関連予算につきまして、ピックアップして掲載をい

たしております。

以上が、主要事業の概要でございます。１９ページ以降に事業の概要についてまとめておりま

すので、後ほど御高覧いただければと存じます。

また、３５ページには合併関連事業、３６ページには再編交付金関連事業、３７ページには地
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方創生関連事業となります、まち・ひと・しごと創生基金事業を掲載をいたしております。

３８ページ以降には、合併後の本町の財政状況を参考資料として添付しておりますので、あわ

せてご覧をいただきたいと思います。

以上が、周防大島町の平成３１年度当初予算案の概要でございます。

続きまして、議案の説明を申し上げたいと思います。

今期定例会に提案いたしております案件は、諮問２件のほか、平成３１年度各会計当初予算、

平成３０年度補正予算、条例の改正など、合わせて３９件でございます。

諮問第１号、諮問第２号は、任期満了に伴う人権擁護委員の候補者の推薦について、議会の意

見を求めるものでございます。

議案第１号は、平成３１年度一般会計予算についてであります。

予算総額は１４３億８,７００万円となっております。前年度当初予算に比して６億６,７００万

円の増額、率にして４.９％の増となっております。

議案第２号から議案第１１号までは、平成３１年度各特別会計予算にかかわるものでございま

す。

議案第２号は、平成３１年度国民健康保険事業特別会計予算であります。

一般会計から２億８,９１４万５,０００円を繰り入れて、予算の総額は２９億４,６８１万

６,０００円となっており、前年度当初予算比７,０７４万７,０００円の減額となっておるとこ

ろでございます。

議案第３号は、平成３１年度後期高齢者医療事業特別会計予算であります。

一般会計から１億６,３５６万２,０００円を繰り入れ、予算の総額は４億６,２３５万

４,０００円となっており、前年度当初予算比１,０７６万５,０００円の減額となっております。

議案第４号は、平成３１年度介護保険事業特別会計予算についてであります。

一般会計から５億４,３９６万７,０００円を繰り入れて、予算の総額は３４億５,７９１万円

となっておりまして、前年度当初予算比３,５３０万４,０００円の増額であります。

議案第５号は、平成３１年度簡易水道事業特別会計予算であります。

一般会計から２,４４０万３,０００円を繰り入れて、予算の総額は３億６,４６１万

５,０００円となっており、前年度当初予算比８４３万円の増額であります。引き続き、浮島海

底送水管布設事業費を計上いたしております。

議案第６号は、平成３１年度下水道事業特別会計予算であります。

一般会計から２億６,１５０万３,０００円を繰り入れ、予算の総額は１５億２７８万円となっ

ており、前年度当初予算に比べて３,５８８万８,０００円の増額となっております。

議案第７号は、平成３１年度農業集落排水事業特別会計予算であります。
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一般会計から２億２,５２７万７,０００円を繰り入れて、予算の総額は２億９,２４３万

９,０００円となっております。前年度当初予算に比べて１,５２９万円の減額であります。

議案第８号は、平成３１年度漁業集落排水事業特別会計予算であります。

一般会計から３,１５９万円を繰り入れて、予算の総額は６,２１１万８,０００円となってお

り、前年度当初予算比８９２万３,０００円の増額であります。

議案第９号は、平成３１年度渡船事業特別会計予算であります。

一般会計から２４万２,０００円を繰り入れて、予算の総額は７,８２３万７,０００円となっ

ておりまして、前年度当初予算比１,３７１万７,０００円の減額となっております。

議案第１０号は、平成３１年度水道事業特別会計予算であります。

企業会計予算での計上でありますが、収益的予算については、収入合計を８億６,１１０万

８,０００円、支出合計を８億２,９０２万３,０００円とし、資本的予算については、収入合計

を５９０万円、支出合計を１億８,６０１万７,０００円とするものであります。

議案第１１号は、平成３１年度病院事業特別会計予算であります。

収益的予算につきましては、収入合計を５５億４,６１２万６,０００円、支出合計を５５億

４,５８２万６,０００円とし、資本的予算につきましては、収入合計を２億８,９６０万円、支

出合計を９億４,６４３万１,０００円とするものであります。

議案第１２号から議案第２１号までは、平成３０年度各会計に係る補正予算に関するものであ

ります。決算見込みによる減額補正が主なものでございます。

議案第１２号は、平成３０年度一般会計補正予算（第１０号）でございますが、既定の予算か

ら３億２,２４４万５,０００円を減額し、補正後の予算を１５５億７,６０７万５,０００円とす

るものであります。

議案第１３号は、平成３０年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）についてであり

ますが、既定の予算に７,５６１万３,０００円を追加し、補正後の予算を３１億３,５１７万

１,０００円とするものであります。

議案第１４号は、平成３０年度後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）についてであ

りますが、既定の予算から２,８８５万２,０００円を減額し、補正後の予算を４億４,４６９万

円とするものでございます。

議案第１５号は、平成３０年度介護保険事業特別会計補正予算（第３号）についてであります

が、保険事業勘定の既定の予算から１億１,２３７万５,０００円を減額し、補正後の予算を

３４億８,５７４万円とし、介護サービス事業勘定の既定の予算から１４８万円を減額し、補正

後の予算を６８１万６,０００円とするものであります。

議案第１６号は、平成３０年度簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）についてであります。
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既定の予算から７,４１１万９,０００円を減額し、補正後の予算を２億７,９４９万８,０００円

とするものであります。

議案第１７号は、平成３０年度下水道事業特別会計補正予算（第３号）についてでありますが、

既定の予算から２億３,１１２万３,０００円を減額し、補正後の予算を１２億４,５３６万

９,０００円とするものでございます。

議案第１８号は、平成３０年度農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）についてであり

ます。既定の予算から６００万円を減額し、補正後の予算を３億１,９７０万円とするものであ

ります。

議案第１９号は、平成３０年度漁業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）についてであり

ますが、既定の予算から５１３万３,０００円を減額し、補正後の予算を５,２２９万１,０００円

とするものであります。

議案第２０号は、平成３０年度渡船事業特別会計補正予算（第３号）についてであります。既

定の予算から２０万円を減額し、補正後の予算を８,９６５万５,０００円とするものでございま

す。

議案第２１号は、平成３０年度水道事業企業会計補正予算（第３号）についてでありますが、

収益的収入及び支出予算並びに資本的収入及び支出予算等において、所要の補正を行うものでご

ざいます。

議案第２２号は、平成３０年度病院事業局企業会計補正予算（第２号）についてでありますが、

業務の予定量のほか、収益的収入及び支出予算並びに資本的収入及び支出予算について、所要の

補正を行うものでございます。

議案第２３号から２９号までは、条例の一部改正に関するものであります。

議案第２３号周防大島町報酬及び費用弁償条例の一部改正は、識見監査委員及び議選──議会

選出の監査委員ですが、報酬額を年額報酬から日額報酬に改めるにあたり、所要の条例改正を行

うものであります。

議案第２４号周防大島町病院事業管理者が医師である場合の給与等に関する条例の一部改正は、

病院事業管理者が医師である場合の期末手当について、病院事業局職員の期末勤勉手当と同様の

基準とするため、所要の条例改正を行うものであります。これにより、病院事業管理者において

も、山口県人事委員会勧告に基づく平成３０年度の給与改定は行わないこととなります。

議案第２５号周防大島町一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正は、１２月定例会にお

いて、平成３０年１０月１７日の山口県人事委員会勧告に準じた給与改定の御議決をいただいた

ところでありますが、同勧告の一部、国家公務員の給与水準との均衡を考慮し、国家公務員の俸

給表に準じた給料表の改定を平成３１年４月に行うことが必要とする勧告が出ております。この
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勧告によりまして、所要の条例改正を行おうとするものであります。

議案第２６号周防大島町町衆文化の薫る郷公園条例等の一部改正は、使用目的が類似した社会

教育施設の使用料の整合を図るとともに、利用者にわかりやすい利用体系に改めるため、所要の

条例改正を行うものでございます。

議案第２７号周防大島町農業者健康管理センター設置条例の一部改正は、社会教育課の再編に

より、所要の条例改正を行うものでございます。

議案第２８号周防大島町布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格

基準に関する条例の一部改正は、法令等の改正によりまして、所要の条例改正を行うものであり

ます。

議案第２９号周防大島町ながうらスポーツ滞在型施設等の設置及び管理に関する条例の一部改

正は、ながうらスポーツ滞在型施設に新たに設置したトレーラーハウス棟について、料金の設定

をするにあたり、所要の条例改正を行うものであります。

議案第３０号は、山口県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び共同処理す

る事務の構成団体の変更並びにこれに伴う規約の変更についてお諮りするものでございます。

議案第３１号は、議案第３０号においてお諮りする、山口県市町総合事務組合の事務を共同処

理する団体の減少に伴い、組合の財産処分について議会の議決を求めるものでございます。

議案第３２号から議案第３５号までは、指定管理者の指定についてであります。

議案第３２号は油宇集会施設、３３号は小泊集会施設、３４号は高齢者生活福祉センター和田

苑、議案第３５号は高齢者生活福祉センターしらとり苑を、それぞれの施設に係る指定管理者の

指定についてお諮りするものでございます。

議案第３６号は不動産、これは大字西方字角田１６４２番４３ほか８筆、５,４５７.７８平方

メートルを買い入れるにあたり、議会の議決をお願いするものでございます。

議案第３７号でございますが、動産でございまして、平成３０年度道の駅サザンセトとうわの

販売所用の厨房機器を買い入れるにあたり、議会の議決をお願いするものでございます。

以上、各案件につきまして、提出議案の御説明を申し上げましたが、詳しくは提案の都度、私

なり関係参与が御説明申し上げますので、何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよ

ろしくお願いをいたします。

この際、２点の行政報告をいたしたいと思います。

米軍岩国基地への空母艦載機移駐についてでございますが、１点目でございます。今日までの

経過について御報告を申し上げたいと思います。

昨年３月の空母艦載機の移駐完了後、山口県及び関係市町と連携して、航空機騒音や運用等の

実態把握に努めてまいりました。
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こうした中、空母艦載機着陸訓練（ＦＣＬＰ）前の訓練など、米軍の新たな運用が行われた

４月と５月には騒音が増大し、また、１１月以降、岩国基地配備機による墜落事故が相次いで発

生するなど、航空機事故は、米軍の安全対策への不信感につながることから、移駐に伴う町民の

不安解消に向けて、安全・安心な生活の確保の推進に継続して取り組んでいく必要があると考え

ております。

その上で、艦載機の運用について、運用面での配慮による騒音対策とともに、事故の再発防止

に向けた原因究明や安全対策の確立について、引き続き、国や米側に働きかけてまいります。

今後も、継続して本議会へ報告するとともに、県及び関係市町と連携して、町民の安全・安心

の確保に努めてまいります。

次に、大島大橋損傷事故に関する対応についてでございますが、御報告をしたいと思います。

大島大橋への衝突事故から生じた物の損害に関する債権について、申立人、オルデンドルフ・

キャリアーズ社による申し立てについて、２月１５日に責任制限手続きを開始したことの通知が

広島地方裁判所から届き、責任制限の届出期間は、６月１４日までと決定したことは、去る２月

２２日に開催されました第２回の臨時議会において報告をしたところでございます。

町といたしましては、損害額の全額回収を目指すため、現時点の行政全体の損害額を約２億

２,９００万円と試算し、法律事務所と委任契約の締結を行ったところでございます。

責任制限手続きに参加するには、裁判所が定めた参加届出書に必要事項を記載し、領収書等の

証拠書類の写しを添付して、届出期間内に広島地方裁判所に提出する必要があることから、裁判

所への届け出に必要な書類等は、これから各戸配布でお配りをするほか、町のホームページにも

掲載するとともに、各総合支所・出張所で配布を行ってまいります。

引き続き、住民・事業者電話相談窓口の継続を行い、今後は、損害の届け出に関し、提出書類

の相談や作成した提出書類の確認等について、支援に取り組んでまいりたいと考えております。

以上が２点の行政報告であります。施政方針、また行政報告、議案の概要説明について、これ

で終わりたいと思います。

○議長（荒川 政義君） 以上で、施政方針並びに議案の説明・行政報告を終わります。

暫時休憩します。

午前10時32分休憩

………………………………………………………………………………

午前10時41分再開

○議長（荒川 政義君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

────────────・────・────────────

日程第５．諮問第１号
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○議長（荒川 政義君） 日程第５、諮問第１号人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求める

ことについてを議題とします。

補足説明を求めます。椎木町長。

○町長（椎木 巧君） 諮問第１号人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについ

て、補足説明をいたします。

現人権擁護委員であります、奥原法城氏の任期が平成３１年６月３０日をもって任期満了する

ことに伴う後任候補者の推薦につきまして、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の

意見を求めるものであります。

候補者といたしましては、教育者として長年の経験を有するとともに、人格、識見ともに高く、

人権擁護に関しましても深い造詣をお持ちの光田伸幸氏を推薦いたしたいと存じます。

詳細な経歴につきましては、お手元の説明資料に示しているとおりでございます。

私といたしましては、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、法務大臣に対しまして、

同氏を人権擁護委員に推薦をいたしたいと存じますので、よろしく御審議いただきますようお願

いをいたします。

なお、任期は法務大臣の委嘱の日から３年間となっております。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

○議長（荒川 政義君） 説明が終わりました。

お諮りします。諮問第１号人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについては、

光田伸幸氏を適任とすることに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） 異議なしと認めます。よって、諮問第１号人権擁護委員の推薦は、光田

伸幸氏を適任とすることに決定しました。

────────────・────・────────────

日程第６．諮問第２号

○議長（荒川 政義君） 日程第６、諮問第２号人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求める

ことについてを議題とします。

補足説明を求めます。椎木町長。

○町長（椎木 巧君） 諮問第２号人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについ

て、補足説明をいたします。

平成３１年６月３０日をもって任期満了となります現委員の松本敏惠氏は、人格、識見ともに

高く、保健師としての長年の相談業務に携わられた専門知識を持ち、また、人権擁護においても

深く理解され、広く地域において御活躍されておられます。
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詳細な経歴につきましては、お手元の説明資料に示しているとおりでございます。

私といたしましては、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、法務大臣に対しまして、

同氏を引き続き人権擁護委員に推薦いたしたいと存じますので、よろしく御審議をいただきます

ようお願いいたします。

なお、任期は法務大臣の委嘱の日から３年間となっております。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

○議長（荒川 政義君） 説明が終わりました。

お諮りします。諮問第２号人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについては、

松本敏惠氏を適任とすることに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） 異議なしと認めます。よって、諮問第２号人権擁護委員の推薦は、松本

敏惠氏を適任とすることに決定しました。

────────────・────・────────────

日程第７．議案第１２号

○議長（荒川 政義君） 日程第７、議案第１２号平成３０年度周防大島町一般会計補正予算（第

１０号）を議題とします。

補足説明を求めます。中村総務部長。

○総務部長（中村 満男君） 議案第１２号平成３０年度周防大島町一般会計補正予算（第１０号）

について、補足説明をいたします。

別冊の一般会計補正予算つづりの１ページをお願いいたします。

今回の補正は、第１条に定めますとおり、既定の歳入歳出予算の総額から３億２,２４４万

５,０００円を減額し、予算の総額を１５５億７,６０７万５,０００円とするとともに、第２条

により地方債の補正を行うものでございます。

歳入歳出補正予算につきましては、人件費の調整及び各事業の精算見込みによる補正並びに財

源調整が主なものでございます。

それでは、補正予算の概要につきまして、事項別明細書により御説明いたします。１１ページ

をお開きください。

歳入につきまして、１款町税１項町民税１目個人は、給与特別徴収実施事業所の増加による増

額補正でございます。

また、２目法人は、業績向上による増額補正でございます。

２項固定資産税は、太陽光発電装置の設置件数の増加等による増額補正でございます。

９款地方交付税１項地方交付税につきましては、普通交付税の追加交付による増額補正でござ
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います。

１２ページ、１１款分担金及び負担金１項分担金１目農林水産業費分担金及び２目土木費分担

金は、それぞれの事業費の確定による地元分担金の減額補正でございます。

１２款使用料及び手数料１項使用料につきましては、星野哲郎記念館入館者数の減数の見込み

により５０万円の減額計上でございます。

２項手数料につきましては、不燃ごみ処理手数料の実績見込みによる２０万円の増額補正でご

ざいます。

１３ページ、１３款国庫支出金１項国庫負担金１目民生費国庫負担金につきましては、それぞ

れの事業の確定、若しくは精算見込みにより総額４,９０３万８,０００円の減額計上となってお

ります。

また、３目災害復旧費国庫負担金は、道路及び漁港施設の災害復旧事業費の確定による

６,８８６万４,０００円の減額計上でございます。なお、漁港施設の国庫負担金の一部

１,５４３万７,０００円は平成３１年度に歳入されるため、減額の調整を行っております。

２項国庫補助金１目総務費国庫補助金につきましては、社会保障・税番号制度システム整備費

補助金の追加交付による１３３万８,０００円の増額計上でございます。

２目民生費国庫補助金、１４ページ、３目衛生費国庫補助金、４目農林水産業費国庫補助金、

５目土木費国庫補助金、６目消防費国庫補助金、７目教育費国庫補助金につきましては、それぞ

れ事業の確定、若しくは精算見込みにより調整を行っております。

８目災害復旧費国庫補助金は、農道及び林道の災害復旧事業費の確定による５８３万２,０００円

の減額計上でございます。

なお、国庫補助金の一部９７４万３,０００円は平成３１年度に歳入されるため、減額調整を

行っているところでございます。

１５ページ、１４款県支出金１項県負担金１目民生費県負担金は、障害者自立支援給付費負担

金、後期高齢者基盤安定負担金など、それぞれ事業の確定、若しくは精算見込みによる調整を行

っております。

１４款県支出金２項県補助金２目民生費県補助金、４目農林水産業費県補助金につきましては、

それぞれ事業の確定、若しくは精算見込みによる調整を行っております。

６目消防費県補助金につきましては、耐震診断及び耐震改修の事業の実績による９５万

５,０００円の減額の計上でございます。

１６ページ、７目教育費県補助金につきましては、部活動指導員配置事業の実績見込みによる

１０４万９,０００円の減額計上でございます。

８目土木費県補助金は、事業費の増額による１,４４０万９,０００円の増額計上でございます。
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１５款財産収入１項財産運用収入２目利子及び配当金は、それぞれ基金の利子の調整に伴う

２０万７,０００円の増額計上でございます。

１７ページ、２項財産売払収入につきましては、周防大島高等学校寄宿舎新築用地の売り払い

代金２,８２５万５,０００円の計上でございます。

１６款寄附金１項寄附金につきましては、山口ゆめ花博の実行委員会からの５,０００万円の

ほか、個人、企業などからの寄附金合計６,１９１万５,０００円の追加計上でございます。

１７款繰入金１項基金繰入金は、財政調整基金の取り崩しを１億５,３６０万３,０００円減額

し、財源調整を行うとともに、ちびっ子医療費助成事業基金、福祉医療費一部負担金助成事業基

金及びＣＡＴＶ加入促進事業基金、並びに１８ページ、まち・ひと・しごと創生基金につきまし

て、それぞれ事業の精算見込みにより繰入金の調整を行っております。

１９款諸収入３項貸付金元利収入につきましては、中小企業勤労者小口資金貸付金の実績がな

かったことによる減額補正となっております。

４項雑入につきましては、空き缶売却代金や金属類の売却代金２３８万円の追加計上、及び福

祉医療費高額払戻６７９万１,０００円の減額、各種検診事業の実績による調整が主なものでご

ざいます。

１９ページ、２０款町債につきましても、各事業の確定または精算見込みによる調整を行い、

１億４,３３０万円を減額計上しております。

続きまして、２１ページからの歳出につきまして、主なものを御説明いたします。

まず、１款議会費につきましては、議会運営経費の委員会視察などの実績見込みによる減額補

正でございます。

２款総務費１項総務管理費１目一般管理費は職員人件費の調整、行政一般経費は主に世帯数の

減による行政連絡員報酬の減額、及び２２ページ、空家対策ローン利子補給金の精算見込みによ

る減額補正でございます。

２目文書広報費につきましては、印刷製本費の減額及び実績見込みによるＣＡＴＶ加入促進事

業補助金の減額補正でございます。

３目財政管理費は、財務書類作成に係る手数料の減額補正でございます。

５目財産管理費は、財政調整基金に災害対策費寄附金６,１９１万５,０００円と基金利子

１９万４,０００円を積み立てるとともに、それぞれ基金の利子の積み立ての調整などによる増

額補正でございます。

２３ページ、６目企画費の企画一般経費は、旧田布施農業高校跡地内の浄化槽放流ポンプの交

換に係る修繕費の増額及び周防大島高校を支援する会補助金の精算見込みによる減額でございま

す。また、若者定住促進住宅用地整備事業は、用地整備工事完了による減額補正でございます。
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７目支所及び出張所費の久賀支所経費につきましては、老朽化による庁舎内トイレの修繕費

７１万３,０００円の計上、大島支所経費では、空調設備及び集合排水処理施設の修繕費５８万

８,０００円の計上、及び空調設備保守点検等の実績による５８万８,０００円の減額でございま

す。

２４ページ、東和支所経費につきましては、電気料の精算見込みによる６１万８,０００円の

減額補正でございます。

８目電子計算費につきましては、マイナンバー制度に係る電算システム整備の実績見込みによ

る減額補正でございます。

９目地域振興費につきましては、地域おこし協力隊員について、新規採用がなかったため、当

初予定していました７カ月分の報償費、車両借り上げ料、住宅借り上げ料の減額及び地域おこし

協力隊員起業経費補助金の実績額の調整により３８３万２,０００円の減額計上になっておりま

す。

２５ページ、２項徴税費は、職員人件費の調整でございます。

３項戸籍住民基本台帳費につきましては、戸籍遠隔入力支援業務の運用開始を当初予定の７月

から９月に変更したことによる減額補正でございます。

次に、２６ページ、６項監査委員費は、大島大橋損傷事故により全国研修会への参加を取りや

めたことによる減額補正でございます。

３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費は、職員人件費の調整でございます。また、福

祉医療事業及びちびっ子医療費助成事業の実績見込みによる減額補正も行っております。

２７ページ、２目障害福祉費につきましては、障害者自立支援給付費事業をはじめとする各障

害福祉サービス等の実績、若しくは実績見込みによる調整を行っております。

２８ページ、３目老人福祉費につきましては、敬老会事業や２９ページの緊急通報システムの

実績見込みによる減額補正でございます。

４目国民年金費は、職員人件費の調整でございます。

５目介護保険対策費は、ＡＥＤ自動体外式細動器の未更新による減額補正でございます。

３０ページ、２項児童福祉費１目児童福祉総務費の児童館運営経費及び家庭児童相談援助事業

は、実績見込みによる減額補正でございます。

２目児童措置費につきましては、児童手当の実績見込みにより４４２万円の減額計上でござい

ます。

３目母子福祉費につきましては、児童扶養手当及び高等職業訓練促進給付金の実績見込みによ

る３５８万５,０００円の減額計上でございます。

４目保育所費につきましては、久美保育所への入所予定児の減により臨時保育士賃金の調整で
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ございます。

３１ページ、３項生活保護費１目生活保護総務費につきましては、職員人件費の調整でござい

ます。

２目扶助費につきましては、生活保護扶助費の所要見込み額による４,５８６万円の減額計上

でございます。

４項災害救助費は、災害援護資金貸付金の申請実績がないことによる減額でございます。

３２ページ、４款衛生費１項保健衛生費１目保健衛生総務費につきましては、職員人件費の調

整、保健総務一般経費は、大島大橋損傷事故の影響により、ちょび塩サミットを中止したことに

よる減額、また、過年度分の国、県負担金、補助金の償還金２万５,０００円を新規に計上して

おります。

母子保健事業は、妊婦健診の実績見込みによる減額でございます。日良居庁舎管理経費は、紙

折り機の更新による備品購入費の増額補正でございます。

２目予防費は、３３ページのがん検診の実績見込みによる減額、予防接種事業は、実績見込み

の増による増額補正でございます。

３目環境衛生総務費につきましては、沖家室公衆トイレの浄化槽修理による修繕費の増額、委

託料は、家房公衆トイレ新築工事実施設計業務の精算による減額でございます。

また、水道対策事業は、基礎年金拠出金の増額による広域水道企業団補助金の増額、合併浄化

槽設置事業は、実績見込みにより１,４６８万３,０００円の減額計上でございます。

４目火葬場費につきましては、大島斎場火葬炉制御盤更新工事の精算による減額、橘斎場火葬

炉設備入れ替え及び改修工事に伴う設計業務の精算による減額補正でございます。

３４ページ、２項清掃費２目じん芥処理費では、ごみ袋購入費、水質検査費及びじん芥車購入

費の入札結果により、１,０８４万９,０００円の減額計上でございます。

じん芥処理施設管理経費は、清掃センターの重量電動シャッター等の修繕費の追加計上及び委

託料の減額でございます。

不燃物処理施設管理経費は、電気代を実績見込みにより減額補正しております。

３５ページ、３目し尿処理費につきましては、実績見込みにより電気料、委託料及び工事請負

費の減額補正をしております。

５款農林水産業費１項農業費３目農業振興費につきましては、担い手総合支援事業において、

実績見込みによる新規就農者確保事業補助金の減額補正でございます。

産地形成促進施設管理運営経費については、実績見込みによる光熱水費の追加計上でございま

す。

３６ページ、周防大島復興支援事業では、実績がないことによる減額補正でございます。
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５目農地費につきましては、県営農業基盤整備事業の事業費確定により１,５０５万円の減額

計上でございます。

７目農村環境改善センター費は、沖浦センターのキュービクル取替工事を次年度に実施する予

定のため減額でございます。また、油田センターの調理室ガス機器の修繕費の増額補正でござい

ます。

３７ページ、３項水産業費２目水産業振興費は、和田地区干潟造成工事の精算額確定による減

額、負担金及び補助金の実績見込みによる減額でございます。また、周防大島復興支援事業（大

島大橋損傷関連）は、実績がないことによる減額でございます。

３目漁港管理費は、浮島、油田、和田の各漁港の底質調査業務の精算額確定による減額補正で

ございます。

４目海岸保全事業費は、海岸保全施設長寿命化計画策定業務の精算額確定、及び海岸保全施設

整備工事の精算額確定、及び精算見込みによる９５９万３,０００円の減額計上でございます。

３８ページ、６款商工費１項商工費２目商工業振興費につきましては、商工振興事業では、中

小企業勤労者小口資金貸付金の実績がなかったことによる減額補正でございます。

交通対策事業について、伊保田港待合所の浄化槽維持管理費の委託期間変更による減額補正で

ございます。

廃止バス路線代替運行事業について、運行業者である大島観光タクシー株式会社が高齢者運転

雇用による特定求職者雇用開発助成金の交付を受けたことや、社長交代による人件費の減額等に

よる補助金の減額補正でございます。

離島交通対策経費については、小松港及び小松開作港の浮き桟橋の改修工事の実績による減額

補正でございます。

竜崎温泉管理運営経費については、機械機器等改修工事設計監理業務の入札結果による減額補

正でございます。

３９ページ、総合交流ターミナル管理運営経費については、道の駅サザンセトとうわ増築工事

設計監理業務の入札結果による減額補正でございます。

３目観光費の観光一般経費は、２０１８サザンセト・ロングライドｉｎやまぐちが、昨年の

７月豪雨に伴うコースの被害により中止となったことによる減額補正でございます。

公園等管理経費につきましては、事業変更や入札結果による減額補正でございます。

また、やしろ郷ふれあいの里事業、ふるさと館管理運営経費及び４０ページの星野哲郎記念館

管理運営経費は、不用額をそれぞれ減額補正しております。

４０ページ、７款１項土木管理費１目土木総務費は、職員人件費の調整でございます。

４１ページ、２項道路橋りょう費１目道路橋りょう維持費は、不用額の減額補正でございます。
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２目道路新設改良費につきましては、県事業負担金の精算見込みによる減額補正でございます。

３項河川費２目河川建設費の河川整備事業は、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業費に係る工

法の変更等による１,１４９万８,０００円の増額補正でございます。また、県事業負担金は、精

算見込みによる減額補正でございます。

４２ページ、４項港湾費は、県事業負担金の精算見込みによる減額補正でございます。

５項都市計画費は、県事業の精査による減額補正でございます。

４３ページ、８款消防費１項消防費４目災害対策費につきましては、耐震診断、木造住宅耐震

改修及び大島大橋損傷関連の各事業の実績見込みにより５,３９０万３,０００円の減額計上でご

ざいます。

４４ページ、９款教育費１項教育総務費１目教育委員会費につきまして、議事録作成業務の実

績見込みによる減額補正でございます。

２目事務局費につきまして、教育総務経費では、学校施設長寿命化計画策定業務の入札結果に

よる減額、備品購入費につきましてもパソコン購入費の入札結果による減額でございます。また、

語学留学支援金は、語学留学の参加者数の実績による減額補正でございます。

学校教育経費につきまして、特別支援教育支援員及び読書活動推進員の活動実績見込みによる

賃金の減額、部活動指導員の活動実績見込みによる報償費の減額でございます。

４５ページ、通信運搬費及び車両船舶借上料は、不用額の減額でございます。

また、派遣指導主事負担金は積算見込みによる減額、安下庄中学校の民泊が台風接近により中

止になったことによる自然宿泊体験補助金の減額補正でございます。

学校統合推進経費は、統合中学校校舎増改築等実施設計業務の入札結果による減額補正でござ

います。

外国青年英語指導事業、幼稚園教育振興一般経費につきましては、それぞれの事業費実績によ

る減額の補正でございます。

４６ページ、２項小学校費１目学校管理費につきまして、小学校管理事務局経費は各小学校修

繕費６６２万円の追加、委託料は、消防設備保守点検、電気工作物保安管理の入札結果による減

額、工事請負費は安下庄小学校体育館天井修繕工事の施工面積精査による減額、沖浦小学校空調

設置工事の入札結果による減額補正をしております。

小学校事務局経費は、検診委託料の実績見込みによる減額補正でございます。

スクールバス管理運営経費は、スクールバス運行業務及びスクールバス購入費の入札結果によ

る減額補正でございます。

また、久賀小学校、明新小学校、沖浦小学校、安下庄小学校の各小学校経費は、机と椅子購入

費の追加補正でございます。
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４７ページ、２目教育振興費につきましては、就学援助費の実績見込みにより１１１万

８,０００円の減額計上でございます。

３項中学校費１目学校管理費の中学校管理事務局経費は、各中学校修繕費４９万７,０００円

の追加計上、委託料は入札結果による減額補正、工事請負費は東和中学校体育館外階段改修工事

費７１万９,０００円の追加計上でございます。

中学校事務局経費は、検診委託料などの実績見込みによる減額補正でございます。

４８ページの久賀中学校経費は、机と椅子購入費の追加計上でございます。

２目教育振興費の中学校教育振興一般経費は、県体等派遣補助金や就学援助費の実績見込みに

よる２３８万５,０００円の減額計上でございます。

４項社会教育費２目公民館費につきましては、職員人件費の調整でございます。

５目社会教育施設費につきましては、電気代の実績見込みによる減額補正でございます。

４９ページ、１０款災害復旧費１項農林水産業施設災害復旧費１目農林業施設災害復旧費につ

きましては、林道文珠屋代線単独災害復旧工事の精算見込みによる１９０万６,０００円の減額

計上でございます。

２目漁港災害復旧費につきましては、浮島漁港施設災害復旧事業に係る国庫負担金が平成

３１年度に歳入されることによる財源の減額調整を行っております。

２項公共土木施設災害復旧費につきましては、道路橋りょう災害復旧事業費の精算見込みによ

る７,９８３万７,０００円の減額計上でございます。

５０ページ、１１款公債費１項公債費は、実績見込みによる長期借入金利子５０１万７,０００円

の減額計上でございます。

１２款諸支出金は、各特別会計の補正予算に伴う繰出金の調整で、総額３,３４４万８,０００円

の増額計上でございます。

以上が、歳入歳出予算補正の概要でございます。

続きまして、８ページにお帰りいただきたいと思います。８ページは、地方債の補正について

でございます。

水産業債、河川債、港湾債、過疎対策事業債、合併特例事業債、公共土木施設災害復旧事業債

及び農林水産業施設災害復旧事業債の補正に伴う、限度額の変更並びに災害救助債の廃止を行う

ものでございます。

以上が、平成３０年度周防大島町一般会計補正予算（第１０号）についての概要でございます。

何とぞ慎重なる御審議の上、御議決賜りますようお願いいたしまして、補足説明を終わります。

○議長（荒川 政義君） 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑はございませ

んか。田中議員。
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○議員（５番 田中 豊文君） ３点ほどお尋ねをいたしますが、３２ページの日良居庁舎備品購

入と４６ページに各小学校の備品購入というのがございますが、余り細かい具体的な内容はいい

んですが、要は増額補正、もうすぐ新年度でもありますが、今回、この時期に補正しなければな

らない理由、それを端的に御答弁いただきたいと思います。

それともう一点は、４１ページに河川費、工事請負費、これは災害なんでしょうけど、９月、

１２月、そして今回と年に３回、補正されているんですが、これについてはどういう理由で３回

の補正が必要になったのかというところを御答弁ください。

○議長（荒川 政義君） 平田健康福祉部長。

○健康福祉部長（平田 勝宏君） 田中議員さんから御質問いただきました、３２ページの日良居

庁舎備品購入を今回補正で計上しなければならない理由についてお答えをいたします。

経年劣化に伴いまして、紙折り機が故障したわけでございますが、年度当初に大量の文書を発

送する予定がございまして、早期にその作業に着手する必要があることから、今回補正で計上さ

せていただいたものでございます。

○議長（荒川 政義君） 永田教育次長。

○教育次長（永田 広幸君） 各小学校の備品等につきましては、毎年９月以降、各学校に備品購

入等、次年度に向けた、どういった要望があるかという聞き取りをしておるわけなんですが、椅

子や机につきましては、年度当初からできれば揃えてあげたいという思いから、今回補正計上さ

せていただいた経緯でございます。よろしくお願いします。

○議長（荒川 政義君） 林産業建設部長。

○産業建設部長（林 輝昭君） ４１ページの河川費、工事請負費の年３回の補正の理由という

ことなんですが、まず最初の９月補正につきましては、例の災害対応の対象となった事業という

ことで、まずは概算工事費を計上しております。

続きまして、途中に災害査定がございます。査定の段階で工事の事業費が変わったというので

１２月補正にかけております。

最終補正につきましては、さらに国と県との工法等の協議の中で追加工事が必要だろうという

ことで、追加工事として３月補正に上げさせていただいております。この事業につきましては、

繰越対象事業ということになっておりますので、来年度に追加要望等はできませんから、今年度

に補正という形をとらせていただきました。

以上です。

○議長（荒川 政義君） 田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） 今の河川費、工事請負費、もう一点だけ、９月、１２月の補正理

由はやむを得ないと思うんですが、今回の補正で追加工事があったと。どういう工事で、なぜ追
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加工事が必要になったのかというところを御説明いただきたかったのですが、御答弁お願いしま

す。

○議長（荒川 政義君） 林産業建設部長。

○産業建設部長（林 輝昭君） どうして３月補正の追加工事ということなんですが、当初は、

私、工法的にはよくわかりませんが、壁を押さえるだけのネット工法みたいなんですか、それを

アンカー工法でもっとしっかり押さえたほうがいいんじゃないかということになりまして、変更

工事が発生したということです。

○議長（荒川 政義君） ほかに質疑はございませんか。砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） 今回の減額は、事実上は決算のときに不用額として出てくるもの

を、事前に補正予算で減額をするということで、大変多岐にわたっています。事前に各部局を回

って伺って、ほぼ解決したものは多いんですが、二、三、お伺いします。

昨年の７月の豪雨災害で復旧工事が行われてきましたが、今回の補正で公共土木施設や農林水

産施設に対する災害復旧が行われています。これが繰り越しで今年度決まって、来年度で実施を

するということも考えられているようですが、大体、今年度でどれぐらい、全体の被害額、全体

金額ベースが今年度で終了して、何割、何％でもいいんですが、来年度に残りが回るということ

になるのか、その辺をお伺いします。

それから、これは事前に質疑としてお願いしてなかったことなんですが、３６ページの復興支

援事業、セーフティーネットの資金利子が２万７,０００円、それから中小企業の勤労者小口資

金貸付金が１１２万３,０００円、それぞれ申し込みがなかったということで減額をされたとい

う御説明がありました。申し込みがなかったのは、これが制度として使えなかったということが

考えられると思うんですが、その辺はどういうふうにお考えなのか、お伺いします。

○議長（荒川 政義君） 林産業建設部長。

○産業建設部長（林 輝昭君） まず、平成３０年度における災害復旧の進捗率というか、状況

ということなんですが、まだ精算済んでない事業、工事等々、あるいは繰越事業等と確定してい

ない事業費がありますので、全体の被害額というのは、まだ出していないというのが正直なとこ

ろです。

その中にあって、まず建設課関係においては３６件ございます。繰り越しを含めて既に終わっ

ているというのが３０件、６件を３１年度に実施予定としております。事業費、監理費等含めま

して約１億２,８００万円。農林課におきましては１７件、これにおいては一応全て完了してい

る、要は繰り越しを含めて全て完了している。水産課においては、主に浮島地区でしたが、２件

ほどございまして、これも完了しております。

それともう一個のセーフティーネットの件なんですが、これは制度的に云々かんぬんというの
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は、私も詳しくわかりませんが、借りる人の気持ちというか、借り方というのもございますし、

あるいは中には借りかえたという方もいますので、その制度がどうとかというのはわかりかねる

ところがございます。申し訳ございません。

○議長（荒川 政義君） ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

討論、採決は、次の本会議といたします。

────────────・────・────────────

日程第８．議案第１３号

日程第９．議案第１４号

日程第１０．議案第１５号

日程第１１．議案第１６号

日程第１２．議案第１７号

日程第１３．議案第１８号

日程第１４．議案第１９号

日程第１５．議案第２０号

○議長（荒川 政義君） 日程第８、議案第１３号平成３０年度周防大島町国民健康保険事業特別

会計補正予算（第３号）から、日程第１５、議案第２０号平成３０年度周防大島町渡船事業特別

会計補正予算（第３号）までの８議案を一括上程し、これを議題とします。

補足説明を求めます。平田健康福祉部長。

○健康福祉部長（平田 勝宏君） それでは、議案第１３号から議案第１５号の補足説明をいたし

ます。

議案第１３号平成３０年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）について、

補足説明を行います。

今回の補正は、歳入においては、保険給付費等交付金、国民健康保険基金利子の増額、保険税、

一般会計繰入金の職員給与等繰入金が減額となっております。

歳出につきましては、保険給付費一般分、国民健康保険事業費納付金の退職被保険者等医療給

付費分及び高齢者支援金分、病院事業局企業会計繰出金の増額、特定健康診査等事業における職

員人件費、国民健康保険基金の減額が主なものでございます。

それでは、補正予算つづりの５３ページをお願いいたします。

第１条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７,５６１万３,０００円を増額し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ３１億３,５１７万１,０００円とするものでございます。
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詳細につきましては、事項別明細書で御説明をいたします。

５９ページをお願いいたします。歳入から御説明いたします。

１款１項国民健康保険税１目一般被保険者国民健康保険税は、課税状況にあわせて普通徴収と

特別徴収の区分をそれぞれ調整するものであり、２目退職被保険者等国民健康保険税につきまし

ては、普通徴収の世帯数、被保険者数、基準総所得等の減少の影響により、４４６万９,０００円

を減額するものでございます。

３款県支出金１項県補助金１目保険給付費等交付金は、平成３０年１１月診療分までの保険給

付実績により算定する変更交付申請額に基づき、普通交付金を７,７５０万円増額し、特別交付

金につきましても、国保診療施設整備分等の増により２６６万７,０００円増額するものでござ

います。

４款財産収入１項財産運用収入１目利子及び配当金は、国民健康保険基金利子の増により１万

９,０００円増額いたします。

６０ページをお願いいたします。

５款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金は、職員人件費の減に伴い１８万５,０００円

減額するものでございます。

６１ページをお願いいたします。歳出について御説明いたします。

２款保険給付費１項療養諸費１目一般被保険者療養給付費は、平成３０年１１月診療分までの

実績に基づく年間医療費の推計により、７,７５０万円を増額するものでございます。

３款国民健康保険事業費納付金１項医療給付費分１目一般被保険者医療給付費分は、財源調整

でございます。

２目退職被保険者等医療給付費分は、納付金額の確定により１３５万８,０００円増額いたし

ます。

２項後期高齢者支援金等分１目一般被保険者後期高齢者支援金等分は、財源調整でございます。

６２ページをお願いいたします。

２目退職被保険者等後期高齢者支援金等分は、納付金額の確定により３９万５,０００円増額

いたします。

３項１目介護納付金分は、財源調整でございます。

５款保健事業費１項１目特定健康診査等事業費は、職員人件費の減に伴い１８万５,０００円

減額するものでございます。

６３ページをお願いいたします。

６款基金積立金は、保険給付費の増に伴う調整のため、５９１万４,０００円減額いたします。

７款諸支出金２項他会計繰出金１目病院事業局企業会計繰出金は、特別交付金の申請額確定に
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伴い、町立病院の施設整備費等の増により２４５万９,０００円を増額するものでございます。

以上が、平成３０年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）についての概

要でございます。

続きまして、議案第１４号平成３０年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

３号）につきまして、補足説明を行います。

今回の補正は、歳入においては、特別徴収保険料の減額、普通徴収保険料の増額、事務費繰入

金及び保険基盤安定繰入金の減額となっております。

歳出につきましては、後期高齢者医療広域連合納付金の減額によるものでございます。

補正予算つづりの６５ページをお願いいたします。

第１条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,８８５万２,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ４億４,４６９万円とするものでございます。

詳細につきましては、事項別明細書で御説明をいたします。

７１ページをお願いいたします。歳入から御説明いたします。

１款１項後期高齢者医療保険料１目特別徴収保険料を、県後期高齢者医療広域連合の本算定後

の決算見込みにより１,７００万９,０００円減額いたします。

同様の理由により、２目普通徴収保険料の現年度分を１９３万６,０００円、滞納繰越分を

３９万７,０００円増額し、合わせて保険料は１,４６７万６,０００円減額いたします。

３款繰入金１項他会計繰入金１目事務費繰入金は、県広域連合共通経費負担金の変更により

２１６万６,０００円減額し、２目保険基盤安定繰入金を県広域連合の実績見込みにより

１,２０１万円減額するものでございます。

次に、歳出について御説明いたします。７２ページをお願いいたします。

２款後期高齢者医療広域連合納付金は、県広域連合の事務等負担金分２１６万６,０００円、

保険基盤安定負担金分１,２０１万円、後期高齢者医療保険料分１,４６７万６,０００円をそれ

ぞれ減額し、合計で２,８８５万２,０００円を減額するものでございます。

以上が、平成３０年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）についての

概要であります。

次に、議案第１５号平成３０年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）につき

まして、補足説明を行います。

補正予算つづりの７３ページをお願いいたします。

今回の補正は、実績見込みによる介護給付費の減額に伴う調整が主なものとなっております。

第１条で、既定の保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から１億１,２３７万５,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を３４億８,５７４万円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の
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総額から１４８万円を減額し、歳入歳出予算の総額を６８１万６,０００円とするものでありま

す。

まず、保険事業勘定の歳入から御説明いたします。

事項別明細書の８１ページをお願いいたします。

３款国庫支出金１項国庫負担金１目介護給付費負担金は、介護給付費の実績見込みにより

１,９６４万７,０００円を減額補正いたします。

２項国庫補助金１目調整交付金は、介護給付費の実績見込みにより２,０８８万円を減額、

２目地域支援事業交付金１節介護予防・日常生活支援総合事業は、事業実績の見込みにより

１１６万６,０００円を減額、２節包括的支援事業・任意事業は１４２万６,０００円を減額補正

いたします。

３目保険者機能強化推進交付金は、今年度より国が市町村に対し、自立支援・重度化防止に関

する取り組みを支援するために創設された交付金ですが、このたび内示がございましたので、

２７４万７,０００円を計上しております。

４款支払基金交付金１項支払基金交付金１目介護給付費交付金は、介護給付費の実績見込みに

より２,７００万円を減額、２目地域支援事業交付金は、実績見込みにより１２５万９,０００円

を減額補正いたします。

８２ページをお願いいたします。

５款県支出金１項県負担金１目介護給付費負担金は、実績見込みにより１,２８５万４,０００円

を減額補正いたします。

２項県補助金１目地域支援事業交付金１節介護予防・日常生活支援総合事業は、事業実績の見

込みにより５８万２,０００円を減額、２節包括的支援事業・任意事業は、実績見込みにより

７１万３,０００円を減額補正いたします。

８３ページをお願いいたします。

６款繰入金１項他会計繰入金１目介護給付費繰入金は、介護給付費の実績見込みにより

１,２５０万円を減額、２目地域支援事業繰入金１節介護予防・日常生活支援総合事業は、事業

実績見込みにより５８万２,０００円を減額、２節包括的支援事業・任意事業は７１万３,０００円

を減額、３目低所得者保険料軽減対策繰入金は、実績見込みにより５１万８,０００円を増額、

４目その他一般会計繰入金は、財源調整により３３２万５,０００円を減額補正いたします。

２項基金繰入金１目介護給付費準備基金繰入金は、介護給付費の実績見込みにより１,２３０万

８,０００円を減額補正いたします。

８４ページをお願いいたします。

３項１目介護サービス事業勘定繰入金は、介護サービス事業勘定の繰出金の減額に伴い、
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６８万７,０００円を減額補正いたします。

９款財産収入は、基金利子として２,０００円を増額補正いたします。

次に、歳出の主なものについて御説明いたします。

８５ページをお願いいたします。

１款総務費３項１目介護認定審査会費は、介護認定審査会の実績見込みにより６６８万

３,０００円を減額補正いたします。

２款保険給付費１項サービス諸費１目介護サービス等給付費は、実績見込みにより９,１５３万

１,０００円を減額補正いたします。

８６ページの２目介護予防サービス等給付費は、実績見込みにより２２０万１,０００円を減

額補正いたします。

２項その他諸費１目審査支払手数料は、実績見込みにより減額補正いたします。

８７ページをお願いいたします。

３項高額介護サービス等費２目高額介護予防サービス費も、実績見込みによる減額でございま

す。

５項特定入所者介護サービス等費１目特定入所者介護サービス費、並びに８８ページの２目特

定入所者介護予防サービス費も、実績見込みによる減額補正でございます。

３款基金積立金１項基金積立金１目介護給付費準備基金積立金は、基金利子２,０００円を増

額補正いたします。

４款地域支援事業費１項１目の介護予防・生活支援サービス事業費は、実績見込みにより

５７１万７,０００円を減額補正いたします。

８９ページをお願いいたします。

２目介護予防ケアマネジメント事業は、実績見込みにより１５５万４,０００円を増額補正い

たします。

２項１目一般介護予防事業費は、介護予防普及啓発事業における臨時職員の賃金の減額補正で

ございます。

９０ページをお願いいたします。

３項包括支援事業・任意事業費２目任意事業費は、家族介護用品支給の実績見込みにより減額

補正いたします。

６目生活支援体制整備事業は、実績見込みによる減額補正でございます。

７目認知症総合支援事業費は、会議実績の減少等による減額補正でございます。

次に、介護サービス事業勘定について御説明いたします。

事項別明細書９３ページの歳入から御説明いたします。
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１款サービス収入１項介護給付費収入１目介護予防サービス計画費収入は、ケアプランの作成

件数の減により１４８万円を減額補正いたします。

次に、９４ページの歳出について御説明いたします。

１款サービス事業費１項１目の介護予防支援事業費は、ケアプラン作成件数の減に伴うケアマ

ネジャー等臨時職員の賃金の減及びケアプラン作成委託料の増額、また、介護サービス勘定から

保険事業勘定への繰出金の減額等の調整を行い１４８万円の減額補正としております。

以上で、議案第１３号から議案第１５号までの補足説明を終わります。

何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようお願い申し上げます。

○議長（荒川 政義君） 次に、佐々木環境生活部長。

○環境生活部長（佐々木義光君） それでは、議案第１６号から議案第１９号までの４議案につき

まして、補足説明をさせていただきます。

まず、議案第１６号平成３０年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）につき

まして、補足説明をいたします。

補正予算書の９５ページをお願いいたします。

第１条に定めますとおり、既定の歳入歳出予算から７,４１１万９,０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額を２億７,９４９万８,０００円にするとともに、第２条により地方債の補正を行う

ものでございます。

その概要につきまして、事項別明細書より御説明いたします。

１０３ページをお願いいたします。

歳入につきましては、３款県支出金１項県補助金１目簡易水道費県補助金において、浮島地区

海底送水管布設事業補助金の交付額決定により、３,７５０万５,０００円を減額しております。

４款繰入金におきましては、財源調整のため、一般会計繰入金を１０８万６,０００円増額し

ております。

また、浮島地区海底送水管布設事業の事業費精算見込みにより、７款町債１項町債１目簡易水

道事業債を２,０７０万円、２目辺地対策事業債を１,７００万円、それぞれ減額しております。

１０４ページをお願いいたします。

歳出の１款簡易水道費２項事業費１目維持管理費１１節需用費においては、水道施設稼働のた

めの電気料金不足見込みとして１８万円を増額し、２目設備費１５節工事請負費においては、浮

島地区海底送水管布設事業の精算見込みにより、７,４０１万円を減額するものでございます。

また、２款公債費１項公債費２目利子においては、支払利子の確定により２８万９,０００円

を減額するものでございます。

以上が、議案第１６号平成３０年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）の概
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要でございます。

次に、議案第１７号平成３０年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第３号）について、

補足説明をいたします。

補正予算書の１０５ページをお願いいたします。

第１条に定めますとおり、既定の歳入歳出予算から２億３,１１２万３,０００円を減額し、歳

入歳出予算の総額を１２億４,５３６万９,０００円とするとともに、第２条により地方債の補正

を行うものでございます。

その概要につきまして、事項別明細書により御説明いたします。

１１３ページをお願いいたします。

歳入につきましては、２款使用料及び手数料１項使用料１目公共下水道使用料は、大島大橋送

水管損傷に伴う断水により、４６７万１,０００円を減額しております。

３款国庫支出金１項国庫補助金１目下水道施設国庫補助金１節特定環境保全公共下水道補助金

は、事業費の確定に伴い６,２５１万２,０００円を減額するものでございます。

４款繰入金は、一般会計からの繰入金１,５７５万７,０００円を減額し、財源調整をしており

ます。

６款諸収入１１項営業外利益１目消費税還付金１節消費税還付金は、平成２９年度分の消費税

の確定申告及び平成３０年度中の中間申告予定納税額確定に伴い、消費税還付金として１,０６９万

７,０００円、消費税還付加算金は２万円を計上しております。

１１４ページお願いいたします。

７款町債１項町債は、各種事業の確定により、１目下水道事業債７,８６０万円、２目過疎対

策事業債８,０３０万円をそれぞれ減額しております。

次に、歳出につきまして、１１５ページをお願いいたします。

１款公共下水費２項事業費１目維持管理費１３節委託料において、水質検査業務に係る入札減

により２３９万円を減額しております。

２目公共下水事業費の久賀・大島地区下水道事業において、１３節委託料では、事業費の精査

などにより４,８００万円、１５節工事請負費については、実績見込みにより１億４,００２万

４,０００円、また、１９節負担金、補助及び交付金についても、県の過疎代行事業費の実績見

込みにより負担金３,０９７万４,０００円、２２節補償、補填及び賠償金においては、久賀・大

島地区下水道事業に伴う水道管移設に係る補償金７００万円を、それぞれ減額するものでござい

ます。

２款公債費１項公債費２目利子２３節償還金、利子及び割引料について、起債償還金利子の確

定により、２７３万５,０００円を減額するものでございます。
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以上が、議案第１７号平成３０年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第３号）の概要

でございます。

次に、議案第１８号平成３０年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）に

ついて、補足説明をいたします。

１１７ページをお願いいたします。

今回の補正は、第１条に定めますとおり、既定の歳入歳出予算の総額から６００万円を減額し、

歳入歳出予算の総額を３億１,９７０万円とするものでございます。

その概要につきまして、事項別明細書により御説明いたします。

１２３ページをお願いいたします。

歳入の２款使用料及び手数料１項使用料１目農業集落排水使用料は、大島大橋送水管損傷に伴

う断水により、３１８万２,０００円を減額するものでございます。

３款繰入金は、一般会計からの繰入金２８１万８,０００円を減額し、財源調整をしておりま

す。

１２４ページお願いいたします。

歳出の１款農業集落排水費２項事業費１目維持管理費１３節委託料は、水質検査の入札減によ

りまして４７５万９,０００円を減額し、１５節工事請負費につきましては、事業の精算見込み

により１１８万３,０００円を減額するものでございます。

２款公債費１項公債費２目利子２３節償還金、利子及び割引料は、起債償還金利子の確定によ

り、５万８,０００円を減額しております。

以上が、議案第１８号平成３０年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）

の概要でございます。

次に、議案第１９号平成３０年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて、補足説明をいたします。

１２５ページをお願いいたします。

第１条に定めますとおり、既定の歳入歳出予算総額から５１３万３,０００円を減額し、歳入

歳出予算の総額を５,２２９万１,０００円とするとともに、第２条により地方債の補正を行うも

のでございます。

その概要につきまして、事項別明細書により御説明いたします。

１３３ページをお願いいたします。

歳入の２款県支出金１項県補助金１目漁業集落環境整備事業補助金は、事業費の確定により

１５０万円の減額、３款繰入金は一般会計からの繰入金２８３万３,０００円を減額し、財源を

調整しております。
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６款町債１項町債２目過疎対策事業債は、各種事業費の確定により、８０万円を減額しており

ます。

１３４ページをお願いいたします。

歳出の１款漁業集落排水費２項事業費１目維持管理費の１３節委託料では、水質検査業務の入

札減により３７万３,０００円、１５節工事請負費は、事業費の精算見込みにより１６６万

８,０００円を、それぞれ減額しております。

２目漁業集落排水事業費において１３節委託料では、長寿命化計画策定事業の確定により、

３０８万円を減額しております。

２款公債費１項公債費２目利子２３節償還金、利子及び割引料は、起債償還金利子の確定によ

り、１万２,０００円を減額しております。

以上が、議案第１９号平成３０年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

の概要でございます。

何とぞ慎重なる御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

○議長（荒川 政義君） 暫時休憩します。

午前11時59分休憩

………………………………………………………………………………

午後１時00分再開

○議長（荒川 政義君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

引き続いて、中村総務部長。

○総務部長（中村 満男君） 議案第２０号平成３０年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算

（第３号）について、補足説明をいたします。

別冊の補正予算つづり１３５ページをお願いいたします。

今回の補正は、第１条に定めますとおり、既定の歳入歳出予算の総額から２０万円を減額し、

予算の総額を８,９６５万５,０００円とするものでございます。

歳入歳出補正予算につきましては、主に人件費の調整による補正並びに財源調整でございます。

それでは、補正予算の概要につきまして、事項別明細書により御説明をいたします。１４１ペー

ジをお開きください。

歳入につきまして、４款繰入金１項他会計繰入金につきましては、一般会計繰入金を２０万円

減額し、財源調整を行っております。

次に、歳出でございます。

１４２ページ、１款事業費２項事業費につきましては、職員人件費の調整でございます。

２款公債費１項公債費につきましては、実績見込みによる長期借入金利子７,０００円の減額
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計上でございます。

以上が、平成３０年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第３号）についての概要でござ

います。

何とぞ慎重に御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願いいたします。

以上で補足説明を終わります。

○議長（荒川 政義君） 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑は議案ごとに

行います。

議案第１３号平成３０年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）について、

質疑はございませんか。砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） 歳入の税についてですが、医療給付費の現年分も、それから後期

高齢者の支援金現年分も、両方とも普通徴収が５４５万円と２１８万８,０００円というふうに

今回で減額ということになりますが、この減額の要因というのは、どういうふうにお考えですか。

○議長（荒川 政義君） 藤本税務課長。

○税務課長（藤本 倫夫君） ただいまの御質問ですが、国民健康保険税の算定につきましては、

平成３０年度につきましては、平成２９年の７月の本算定時の数字を使っております。本算定時

の数字をもとに、国保連合会のマニュアルに沿って財政診断をし、その後、そこで算出した調定

見込み額から、本町におきます死亡でありますとか転出でありますとか、そういう調整を行いま

して、その後に徴収率、収納率を掛けて、当初予算額を算出しております。

今回の減額につきましては、実際には予想していた数字よりも、世帯数、それから被保険者数、

基準総所得金額につきまして、予想していた以上に少なかった、減少していたということが要因

として考えられます。

以上でございます。

○議長（荒川 政義君） 砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） まあ、予想ということになると思いますが、国保の場合は世帯主

に係るもので、平等割でいけば課税世帯が少なくなったんだろうということが予想できるし、所

得割でいけば所得が少なかったんだろうという予想がたつと思うんですが、その辺からの分析は

していらっしゃるんでしょうか。

○議長（荒川 政義君） 藤本税務課長。

○税務課長（藤本 倫夫君） ただいまの質問でございますが、これは実績に基づくもので今回減

額をさせていただいております。例えば、世帯数、被保険者数、基準総所得金額についても、今

回、補正をさせていただく前に決算見込みを出しておりますので、当初算出しております額と比

べてはおります。
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ちなみに、ちょっと一例を御案内申し上げますと、例えば２９年の本算定時に使っておりまし

た総所得金額よりも、実際に課税した平成３０年度の総所得金額につきましては、７億５,０００万

円ぐらい、実際には少なかったということがございますので、その辺の影響もあるかと思います。

以上でございます。

○議長（荒川 政義君） よろしいですか。そのほか質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結いたします。

議案第１４号平成３０年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）につい

て、質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

議案第１５号平成３０年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）について、質

疑はございませんか。田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） １点だけお尋ねをいたしますが、９４ページのケアプラン作成費、

委託料が増えておりますけど、ケアプラン作成料は、件数が減って歳入も減ったという御説明が

あったんですが、件数が減っても委託料が増えているという、その理由を御答弁ください。

○議長（荒川 政義君） 平田健康福祉部長。

○健康福祉部長（平田 勝宏君） 田中議員さんの御質問にお答えいたします。

ケアプラン作成料のことでございますが、賃金に計上しているケアプランと委託料にしている

ケアプラン作成でございますが、これについては、地域包括支援センターが指定介護予防事業所

としてケアプランを作成するものでございます。

賃金につきましては、臨時職員の方がちょっと都合によりまして勤務日数が減少いたしまして、

そのかわりにケアプランの作成委託ということで委託料のほうを増額をさせていただいていると

いうことでございます。

○議長（荒川 政義君） ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

議案第１６号平成３０年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）について、質

疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

議案第１７号平成３０年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第３号）について、質疑
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はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

議案第１８号平成３０年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）について、

質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

議案第１９号平成３０年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）について、

質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

議案第２０号平成３０年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第３号）について、質疑は

ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

以上で、議案第１３号平成３０年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

から、議案第２０号平成３０年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第３号）までの質疑を

終了いたします。

討論、採決は、次の本会議といたします。

────────────・────・────────────

日程第１６．議案第２１号

○議長（荒川 政義君） 日程第１６、議案第２１号平成３０年度周防大島町水道事業企業会計補

正予算（第３号）を議題とします。

補足説明を求めます。佐々木環境生活部長。

○環境生活部長（佐々木義光君） 議案第２１号平成３０年度周防大島町水道事業企業会計補正予

算（第３号）につきまして、補足説明をいたします。

お手元の補正予算書の１ページをお願いいたします。

第１条は総則です。

第２条の収益的収入及び支出では、予算第３条の既定の収入から１,２８１万４,０００円を減

額し、８億５,６２２万２,０００円とするとともに、既定の支出から１,２７２万８,０００円を

減額し、８億４,３３３万７,０００円とするものでございます。

その概要につきまして御説明いたします。３ページをお願いいたします。
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収入につきましては、１款水道事業収益１項営業収益１目給水収益１節水道料金から、１０月

２２日に発生した大島大橋添架送水管損傷事故に伴う減収見込みと減免分を合わせた６,３７４万

６,０００円を減額するとともに、これを補填するため、２項営業外収益２目他会計補助金１節

一般会計繰入金、５,０９３万２,０００円を増額するものでございます。

支出につきましては、１款水道事業費用１項営業費用２目配水及び給水費の２節手当３節賞与

等引当金繰入額及び６節法定福利費は、人件費の調整、また、３目総係費の２節手当３節賞与等

引当金繰入額及び６節法定福利費は、人件費の調整を、７節旅費及び３３節負担金は、広域断水

対応のため、期間中に行われました水道技術管理者資格取得講習を辞退したことによる減額でご

ざいます。１８節委託料は、料金システム移行に伴うテスト用データ抽出業務の精算見込みによ

る減額を、それぞれ行うものでございます。

２項営業外費用１目支払利息及び企業債取扱諸費１節企業債利息は、支払い見込みの確定によ

り減額するものでございます。

３項特別損失１目災害による損失１節災害による損失は、広域断水対応に係る時間外手当及び

管理職特別勤務手当の支給額が確定したことにより、６１９万１,０００円を減額するものでご

ざいます。

１ページに返っていただきまして、第３条の資本的収入及び支出は、不足財源の内訳を変更す

るものでございます。また、第４条で既定の収入から１,１７１万円を減額するとともに、既定

の支出から１,１７９万６,０００円を減額するもので、その概要につきまして御説明いたします。

４ページをお願いいたします。

収入につきまして、１款資本的収入１項企業債１目企業債１節企業債及び２項負担金１目負担

金１節負担金は、下水道工事に伴う水道管移設工事費の精算見込みにより減額するものでござい

ます。

支出につきましては、１款資本的支出１項建設改良費１目施設改良費１節工事請負費は、同じ

く下水道工事に伴う水道管移設工事の精算見込みにより減額するものでございます。

２ページに返っていただきまして、第５条の企業債につきましては、下水道工事に伴う水道管

移設事業に係るものを減額するものでございます。

第６条の議会の議決を経なければ利用することのできない経費は、人件費及び特別損失の補正

に伴い減額をするものでございます。

第７条の他会計からの補助金では、一般会計繰入金の増額分５,０９３万２,０００円を増額し、

４億６,３７３万９,０００円としております。

なお、５ページ以降に付属資料を添付しております。

以上が、議案第２１号平成３０年度周防大島町水道事業企業会計補正予算（第３号）の概要で
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ございます。

何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようお願い申し上げます。

○議長（荒川 政義君） 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑はございませ

んか。砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） 衝突事故による断水以降、１０月２２日以降に、水が出なくなっ

たということで、各家庭で、自分で井戸を掘ったりするという方が若干出られました。

そういうことの影響として、この補正予算にあらわれているのかどうかというところをお伺い

したいんですが、１０月２２日以降、町水を休栓または廃止をしたというのが何件ぐらいあるの

か、また通常の年と比べてそこはどうなのか、その２点をお伺いします。

○議長（荒川 政義君） 佐々木環境生活部長。

○環境生活部長（佐々木義光君） お答えいたします。１０月２２日から１２月１日の断水期間に

つきましての影響額というのは、この補正には反映しておりません。

それと１０月２２日から１２月１日の間に、水道を休栓して、今現在、開栓していないケース

につきましては２６件でございます。例年のこの期間についての比較はしておりませんけど、

１年間を通じての休栓につきましては、約５００件から５５０件ございます。

以上でございます。

○議長（荒川 政義君） 砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） 通年、１年で５００件ぐらいあるとすると、この間２６件しかな

いということで計算すると、余り影響がなかったというふうに見ているのか、その辺はどういう

ふうに見ていらっしゃいますか。

○議長（荒川 政義君） 佐々木環境生活部長。

○環境生活部長（佐々木義光君） 先ほど申しましたように、５００から５５０件の休栓というの

は、例えば、盆にこちらへ帰られて、開けて、行くときに閉められる。また、暮れにこちらへ帰

られて、開けて、行くときに閉められる。その件数等も加味してございますので、５５０件とい

う相当な数字になっていると思います。

今回につきましても、今おっしゃったように２６件でございますので、多少の影響はあるもの

の、皆さんそれぞれで努力されて、今回としては影響なかったものと考えております。

以上でございます。

○議長（荒川 政義君） ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

討論、採決は、次の本会議といたします。
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────────────・────・────────────

日程第１７．議案第２２号

○議長（荒川 政義君） 日程第１７、議案第２２号平成３０年度周防大島町病院事業局企業会計

補正予算（第２号）を議題とします。

補足説明を求めます。石原病院事業管理者。

○病院事業管理者（石原 得博君） 議案第２２号平成３０年度周防大島町病院事業局企業会計補

正予算（第２号）の補足説明を申し上げます。

お手元の平成３０年度周防大島町病院事業局補正予算書の１ページをお開きください。この予

算は、１２月実績に基づきまして算出しております。

第１条は総則でございます。

第２条の業績の予定量では、病院患者数は３病院の入院合計で３,７６８人、外来合計で１万

１,３０４人の減少を、介護老人保健施設利用者数も２老健の入所合計で９４２人、次の２ペー

ジになりますが、通所合計で１９７人の減少を見込んでおります。それに伴いまして、１日平均

患者数、利用者数を補正しております。

次に、（８）の学生数については２人増加し、１１４人と補正しております。

３ページに移りまして、（９）主要な建設改良事業について、それぞれ入札による事業費減少

により、病院改築工事については１,２４５万１,０００円を減額補正し、合計２,２２５万

２,０００円に、医療機械器具及び備品購入については１,２６４万７,０００円減額補正し、合

計１億９,１９１万５,０００円としております。

第３条の収益的収入及び支出では、予算第３条本文を、収益的収入及び支出の予算額は次のと

おりと定める。なお、医業費用中、報酬１億２,３７０万９,０００円、奨学金２,０５２万円、

旅費・交通費５２８万７,０００円、燃料費２８４万４,０００円及び委託料１,４４０万円の財

源に充てるため、企業債１億４,６９０万円を借り入れると改めます。

収入につきましては、業務の予定量補正に伴う医業収益の減少、特別交付税の確定、そして調

整交付金、国民健康保険保険給付費等交付金の確定、過年度奨学金返納等による特別利益の増加

等により、４ページをお開きいただきまして、合計で２億５,１９２万５,０００円減額補正し、

５６億３,４０９万円を見込んでおります。

支出につきましては、給与費の減額、業務の予定量補正による材料費の減額、固定資産の廃棄

処分による資産減耗費の増額、大島大橋の事故に係る支出の特別損失計上による増額等により、

５ページをご覧いただきまして、合計で２億５,１９７万９,０００円減額補正し、５６億

３,４０１万３,０００円を見込んでおります。

次に、第４条の資本的収入及び支出につきまして、第４条の本文を、予算第４条本文括弧書き



- 48 -

を削り、資本的収入及び支出の予算額を次のとおり補正すると改めます。

資本的収入につきましては、建設改良事業費の入札による減少に伴う企業債の減額、機械備品

整備による国民健康保険保険給付費等交付金の交付、基金の取り崩しにより、６ページをお開き

いただきまして、６億３,５０２万円の増額補正をし、収入合計１２億４,１１２万円としており

ます。

支出につきましては先ほど収入でも触れましたとおり、入札による建設改良事業費の減少によ

り、２,５０９万８,０００円を減額補正し、支出合計９億７,２２０万６,０００円としておりま

す。

第５条の企業債につきまして、建設改良費は入札による事業費減少による減額、医療の確保事

業は過疎対策事業債の病院事業局割り当て分増加のため増額し、７ページをご覧いただきまして、

合計３,１６０万円を減額補正し、５億４,１９０万円としております。

第６条の、議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきまして、給与費を２億

４２７万７,０００円減額補正し、３１億２,８０６万５,０００円としております。

その内容といたしまして、職員の育児休暇取得等に伴うものが３,４７１万５,０００円の減、

職員の採用・退職による減額の影響によるものが１億６,９５６万２,０００円の減となっており

ます。

８ページをお開きください。

第７条の他会計からの補助金について、特別交付税の確定、調整交付金、国民健康保険保険給

付費等交付金の確定により、３,６４６万円を増額補正し、１２億５,２２９万４,０００円とし

ております。

第８条のたな卸資産購入限度額について業務の予定量により算出し、４,３２２万２,０００円

を減額補正し、合計１０億６４６万１,０００円としております。

付属資料としまして、９ページ以降に補正予算に関する説明書を添付してございます。

以上が平成３０年度周防大島町病院事業局企業会計補正予算（第２号）の内容でございます。

どうかよろしく御審議いただき、御議決賜りますようお願い申し上げまして、補足説明を終わ

らせていただきます。

○議長（荒川 政義君） 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑はございませ

んか。砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） 付属説明、２８ページの給料の増減額のところで、定期昇給の延

伸に伴うということで、４６７万９,０００円の減額がされています。これは定期昇給をやめる

ということですが、昇給をやめる以外に、昨年の１２月議会で一般職の職員は０.０５％の手当

の増額がありましたが、病院職員だけがそれをやめるということもありました。さらに、今まで
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新規の看護師の採用が、その給料に５年間の上乗せをして、給料を多くして看護師等の確保に寄

与するということでやられていましたが、この４６７万９,０００円は定期昇給にかかわる者だ

けということで理解していいのかどうか、その辺を伺います。

それから、病院職員の給料に手を付けるということそのものについて、いろいろ議論がありま

した。病院側からは、病院が赤字だからということと、それから２月４日でしたか、病院の特別

委員会のときには、コンサル会社からも、近隣の市町の自治体病院の給料に比べても、ここが高

いということもありました。病院事業局のほうもそういうふうにおっしゃっていました。

そのときに、本町の病院職員の給料が高いという根拠は、数字はどこにあるのかということで

コンサル会社に伺うと、病院賃金実態資料というものの中にそれが書いてあるという答弁だった

んです。

しかし、この２０１９年度版を病院事業局が持ってらしたのでお借りして見てみますと、この

資料には全然そういうことは書いてないんですよね。それは先般、確認をされました。書いてい

ないということも確認をされました。とすると何なのかと。近隣の市町に比べてここが高いとい

う根拠、数字的な根拠は何なのかというのは、今のところ数字で示されていません。口頭では聞

きましたが、根拠がありません。

病院の側からは、全体に占める人件費の割合が高いということも言われていましたが、これは

ほかの科目の経費なり金額が多かったり少なかったりすれば、割合として、相対的に人件費の割

合が多くなったり少なくなったりするわけで、イコール給料が高いということにはならないと思

うんです。これは根拠として乏しいと思います。とすると、やっぱり具体的に、ここの病院の職

員の方々の給料がほかに比べて高いという根拠はどういうものを指しているのか、そこを伺いま

す。

○議長（荒川 政義君） 村岡病院事業局総務部長。

○病院事業局総務部長（村岡 宏章君） 砂田議員さんの御質問にお答えいたします。

まず２８ページの４６７万９,０００円、定期昇給の延伸によるもの、これは給与だけなのか

ということですが、１月から３月に対応する今年度分の定期昇給分の影響額です。これのみです。

２点目の質問の人件費が高いという割合で、個別に高いという形では、先ほど言った給与実態

の調査からも見れないしということは、私どもも確認しております。ただ、人件費の割合が高い

というのも、総事業費なりが変われば当然変わるからというのも把握しております。ただし、病

院ですから、医業収益に対する人件費の割合というのは当然あります。これに対しても、当局の

ものに関しては、医業収益に対する人件費の割合というのも高いということですので、収入が少

ないのか、人件費が高いのか、割合がとにかく高いというのは把握しております。

以上です。



- 50 -

○議長（荒川 政義君） 砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） つまり、そういう具体的な近隣の市町の自治体病院に比べて、こ

こが特別に高いというものはないと、根拠は、ということでいいですね。

○議長（荒川 政義君） 村岡病院事業局総務部長。

○病院事業局総務部長（村岡 宏章君） 高いかという具体的な根拠はということは把握してない

かということになりますと、具体的に同一年数、同一企業とかという形と、いろんな形態での病

院という形がありますので、自治体病院での比較とか、独立行政法人との比較、また民間病院と

の比較という形での比較で、コンサルタントが言う高いという具体的な根拠はないのかと言われ

ると、現在のところ持っておりません。

それと、先ほど一つ質問の中で、手当の問題で、初任給調整手当に関して御質問がありました

が、これは新年度から、３１年度から５年をかけて、最終的にゼロに、２割ずつやっていくとい

う予定でございますので、３０年度の補正予算の中には、まだ入っておりません。

○議長（荒川 政義君） ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

討論、採決は、次の本会議といたします。

────────────・────・────────────

日程第１８．議案第２３号

○議長（荒川 政義君） 日程第１８、議案第２３号周防大島町報酬及び費用弁償条例の一部改正

についてを議題とします。

補足説明を求めます。岡村副町長。

○副町長（岡村 春雄君） それでは、議案第２３号周防大島町報酬及び費用弁償条例の一部改正

について、補足説明をいたします。

監査委員が行う監査につきましては、通常の職務である定期監査、例月現金出納検査及び決算

審査のほか、これらとは別に行わなければならない住民監査請求や、出納事務執行上のふぐあい、

不祥事等に係る臨時の監査がございます。

現在、これらの監査の実施につきましては、監査委員の識見と経験、幅広い人脈などが最大限

に活用されておりまして、また、本町の行財政課題の解決に向けたさまざまな取り組みや、公金

の執行状況に関する監査にあたりましても、各課から提出された資料やデータの分析を、年間を

通して日常的かつ継続的に行っておられるところでございます。

監査委員の報酬は、その職務の特殊性を鑑み、本町の条例では、地方自治法第２０３条の２第

２項ただし書きにより、年額として定められておりますが、冒頭でも申し上げましたとおり、臨
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時の監査や近年における事務事業の細分化によりまして、これらの調査・分析に要する時間が大

幅に増加しているという状況下、年額報酬を日額に換算した場合、年度ごとで非常に不均衡な状

態となっております。

これまで報酬額の改定はございませんが、これを日額換算した事例を申し上げますと、平成

２８年度が約１万２,８００円、出務３７日であるのに対し、平成２２年度の場合は約２万

５,０００円、出務１９日となっておりまして、このように年度によって１日当たりの額に大き

な格差が生じております。

また、平成３０年第３回定例会総務文教常任委員会委員長報告におきましても、監査委員の出

務日数の増加、意見と役割の重要性、現実に見合った報酬への見直しという、大変貴重な御意見

をいただいておりまして、このことも踏まえ、このたび支給形態を改めることにより、今後にお

ける均衡性を保とうとするものでございます。

監査に要する標準的な年間の出務日数は、定期監査及び例月現金出納検査が２１日、決算審査

が１４日、合わせて３５日が基準として想定されますので、現在の報酬額、年額を３５日で割り

戻した日額１万３,６００円を識見監査委員の報酬とし、また同様の考え方で、議会選出の監査

委員の場合は日額７,２００円とし、これにより、住民監査請求や重大な事件事故の発生に伴う

臨時の監査など、通常は想定していない出務のことを勘案し、報酬の支給形態を年額から日額に

改めることで、出務日数に応じた報酬にしようとするものでございます。

何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（荒川 政義君） 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。

議案第２３号周防大島町報酬及び費用弁償条例の一部改正について質疑はございませんか。平

野議員。

○議員（７番 平野 和生君） 本町には西本さんと、議会から尾元議員さんがおられるわけです

が、本人を目の前にしてこうやって言うのもあれなんですけど、我々議員に議案として出すより

も、最初に西本監査委員さんと尾元議会選出の監査委員さんに、その旨は了解を受けるべきじゃ

ないんかと思うんですけど、いかがでしょうか。受けたのでしょうか、受ける必要はないんでし

ょうか。

○議長（荒川 政義君） 暫時休憩します。

午後１時41分休憩

………………………………………………………………………………

午後１時42分再開

○議長（荒川 政義君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

議会事務局長が監査委員事務局長も兼ねておりますので、降壇の上、説明させます。その間、
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議事課長に議会事務局長の代理を務めさせます。舛本監査委員事務局長。

○監査委員事務局長（舛本 公治君） 平野議員さんの御質問なんですけれども、事前に監査委員

さん方に相談したかというところなんですけども、定例監査の際に、年額報酬について、ずっと

監査等をやっていただいておる中で、かなり過重な調査等をしていただいております関係で、そ

れを改めたいということはお話しはしておったんですけど、その中で日額にということは、額ま

では述べておりませんけどお話はしておりました。

以上でございます。

○議長（荒川 政義君） ほかに質疑はございませんか。田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） 今も御説明もありましたから、業務量が増えているから今回の改

正ということだろうと思います。予算書を見ても、報酬額は、３１年度は若干増えているという

ことでありますけど、その業務量が増えているというのを、先ほどもちょっと、２８年度と

２２年度、格差があるということはありましたけど、近年にわたって増えているというのを具体

的にお示しいただきたい。

それと、これを今度は日額報酬ということになれば、想定する勤務時間というものがあると思

うんですが、その辺を御答弁ください。

○議長（荒川 政義君） 舛本監査委員事務局長。

○監査委員事務局長（舛本 公治君） ただいま田中議員のほうから御質問いただいた、近年の勤

務状況ということなんですけども、副町長からの補足説明でいただきました勤務日数、多いとき

と少ないとき、標準的なところで、両極のところをちょっととってお話をいただいたんですけど

も、当町の監査委員の年額報酬については、合併したときに決まったものがずっと改定されてい

ない。それを勤務日数でいきますと、各年、増減ございますけども、大体少ないときで年間

１９日、それから多いときで、この５年ぐらいをとって言いますと、平成２５年度が３６回、

２６年度が２４回、２７年度が３１回、２８年度が３７回、２９年度が３５回で、３０年度は現

在まだ進行中ではございますが、同様に３５回ということで、日額の標準的な日数としては、近

年２年ほど同じ数字が続きました２９年と３０年の３５日ということを基準にさせていただいて

おります。

日額報酬の基準になる１日当たりの勤務時間ということなんですけれども、補足説明の中で御

説明いただきました定期監査、それから出納検査、こういった検査は定例で行っておりますけど

も、午前１０時から大体夕方５時前後ぐらいまでやる関係で、６時間以上を時間として費やして

いると。決算審査におきましては、出納閉鎖が終わって、それから９月の議会までの間に集中的

に審議をしなくちゃいけないということで、９時半から御参集いただきまして、課によっては

６時過ぎぐらいまでやることもあります。
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だから、日によって本当ばらつきがあって、標準的なところで言えば、６時間以上ということ

で考えております。そういった実態になっております。

以上でございます。

○議長（荒川 政義君） 田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） 業務量は、年によってばらつきがあるというのは当然なんでしょ

うけど、一定の監査請求とか損害賠償とか、そういったことも想定されている業務でありますの

で。

では、現状の年額の報酬を想定する標準的な業務量、業務日数でもいいですけど、それはどの

程度で算定されているのか。それと、今、日額報酬を定めるにあたって標準的な勤務時間は６時

間ということがありましたけど、これが例えば半日に満たないような、二、三時間で終わるよう

な業務の場合の日額報酬というのはどうなのか、その辺を御答弁ください。

○監査委員事務局長（舛本 公治君） 日額報酬の標準的なところにつきましては、先ほど申しま

したように、現在の年間報酬を年間の標準的に監査に要する日にちというところで割り戻した

３５日、それを想定しております。ですから、それを超えて出務が生じたときには、日額に、出

務いただいて活動いただいた日数を上乗せして換算するというふうな形になります。

それから、２つ目の御質問でいただきました、監査の日程等で、４時間に満たないとか時間が

非常に短時間になってしまうというケースについてなんですけども、通常の標準的な３５日を算

定する場合におきましては、監査事務局のほうで監査日程の調整等を事前にさせていただいてお

ります。

そういった関係で、先ほど申しましたように、定例監査については１０時以降、それから決算

審査については９時半からという中で、かなり濃密な検査日程を組ませていただいておりますの

で、定例の部分においては、短時間の監査というのは想定はいたしておりません。

これでよろしいでしょうか。

○議長（荒川 政義君） 田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） ちょっと私、よくわからないのが、年額報酬、もちろん委員報酬、

日額報酬が基本であると思います。それは業務として、例えば月に１回とか、そのスポット的な

業務であるから日額にしているということで、業務量が増えて、今まで日額だったものを年額に

するというなら道理は通ると思うんですが、業務量が増えたから日額制にするというのは、ちょ

っと何となく矛盾しているんじゃないかなと思いますけど。

どちらかというと、額を上げる上げないの議論は別にして、年額報酬自体は業務量がものすご

い増えているんであれば、年額報酬を変えるということを検討すべきではないのかなというふう

に考えられますが、その辺の御見解はどうでしょうかね。
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それと、日額標準の、勤務時間の話ですけど、当然、定例の部分については、６時間以上とい

うことになるんだと思いますが、当然、短時間の場合も出てくると思いますが、そういうときに、

ほかの自治体では、例えば職務に従事する時間が４時間以内という場合には半額とするというよ

うな規定を設けている自治体もありますので、その辺の短時間勤務の場合の報酬額規定とか限度

額の規定とか、そういったことをこの条例に盛り込む、日額にするんであれば、必要があるんで

はないかなと思いますが、その辺はいかがでしょうか。

○議長（荒川 政義君） 舛本監査委員事務局長。

○監査委員事務局長（舛本 公治君） 田中議員さんが今おっしゃられました１つ目のことなんで

すけども、当然、現在の年額報酬というのは、監査委員さんの特殊な業務、それぞれの課が執行

した事務、業務、そういった内容を精査するというところで、非常に不規則な中で監査を進めて

いかなくてはならないということで、おっしゃられましたように、本来、地方自治法の２０３条

の２第２項によりましたら、日額報酬に資するのが基本であると。ただし、その業務によっては、

条例を定めた上で月額報酬であるとか年額報酬にすることができますということが書かれており

ます。当町はもう年額報酬というのは、業務の特殊性からそういった形をしておった関係で、田

中議員さんのおっしゃるように、年額報酬の改定というところで対処すべきかというところも議

論としてはございました。

ただ、年額報酬として算定する場合の人事委員会の業務等の研修等の能力が乏しいことから、

今、標準的に実際にやっていただいている業務を年間に置きかえて、それを日額の報酬とすると

いうような形の中で、日額報酬というのを算出させていただいたところです。

今、年額報酬で対応すべき業務の中に、住民監査請求とか、それから損害賠償の認定、それか

ら事務量が推計しがたい業務、実際に起きてみないとわからないというふうな業務を含めますけ

ども、現在の報酬年額を事務量に相当すると、なかなかその相ふさわしい報酬にはなり得ていな

いのではないかということから、先ほど御説明の中でもしていただきましたけども、年度ごとに

活動実績割をしたときに、年割で非常な額の差が出ておるということで、そういったところも是

正するという意味で、基準の日額を決めさせていただいて活動の実績に応じて支給していくとい

う形にさせていただいております。

それから、２つ目の御質問の場合なんですけども、先進的な自治体等では、減額について、そ

の活動量が日額に見合った活動にならなかった場合、そういったところに、その調整をするよう

な内規ですとか規則ですとか、そういったものを定めておるということなんですが、このことに

つきましては、時間については、今所定の時間の中では、４時間に満たないとか２時間とか短時

間の勤務というのは監査事務局が調整する中で想定をしておりませんので、現在のところは思い

つくものはないんですけども、突発的な監査等でそのような事態が生じる場合につきましては、
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監査委員の報酬だけではなくて、町の報酬等費用弁償条例全体に係る日額報酬で定めたところが、

それが全て時間が足りちょるのか足りてないのかというところにも係る問題でもありますので、

そのことについては、十分な行政内部での検討をした上で対処しなければいけないと思っており

ます。

○議長（荒川 政義君） ほかに質疑はございませんか。砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） 監査委員さんは、執行部からも議会からも独立して独自に町の財

政について監査などをするということで、それは議会としてもリスペクトを持ちながら今まで来

たわけですが、日額に変えるということは、今まさに監査委員事務局長さんが言われたように、

新たな取り決めをしなければならない場合というのは、今答弁されたとおりのものができるんじ

ゃないかというのは私も思っています。

議員の場合は、議案を調べるために自分で役場に来て、いろいろ調べても、それは報酬の中で

すが、監査委員さんは、今の３５日を基準にして、定例監査やら月例監査やらで３５日出た場合

は今までと同じだけれども、例えば病院の事件があったりして監査委員さんの手をかなり使わせ

たというような、そういう場合なんかは、おのずとその３５日を超えたものになってくる場合も

あり得るわけですね。そういう、先ほどから言うような半日ならどうするかとかといういろんな

取り決めというものが、私はどっちにしても必要だと思いますし、あるいは監査委員さんが役場

に来て、何を、どういう監査、あるいは何の作業をして、それが日額報酬の対象になるのかどう

かという、その線引きといいますか、そういうものについても、一定の客観的な、誰が見ても日

額報酬を払うのが当たり前だというようなもの、線を、客観的に文書で作るべきだと私も思いま

すが、その辺はどういうふうにお考えですか。

○議長（荒川 政義君） 舛本監査委員事務局長。

○監査委員事務局長（舛本 公治君） 今、砂田議員さんからお尋ねいただいた関係なんですけど、

先ほどの田中議員の質問と重複するところがあろうかとも思うんですけども、その取り決め等に

ついては現在のところございません。先ほど、田中議員さんの質問の中でもお答えした部分では

あるんですけども、日額報酬、どれだけ活動したか、その標準的なものは、監査委員だけではな

い、ほかの、町の定める各種委員さんのところにもかかってくるんです。それはきょういただい

た御意見、御質問を参考に、また行政内部で検討していかなくては、監査事務局だけではお答え

はできない部分だと思います。

それから、後段のほうの御質問の、監査委員さんが監査活動に要した中で出務した部分につい

ては、当然、地方自治法に定めた監査委員の職務の中で、調査研修、そういったことをするもの

については対象にすべきものと認識をいたしております。

当然それを、それならどこで研修するのかというところになろうかと思うんですけれども、そ
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ういったところについては、現在、中で検討しておるのは、監査委員の部屋が大島庁舎の中でご

ざいますけど、そちらのほうに設けてございます。そういったところでインターネットで各自治

体の状況をとったり、全国の状況をとったりとかいうことが、今はできない状況なんですけども、

そのあたりの情報系の整備をした上で、役場のほうに来ていただいて、そういった作業等を進め

ていただけるよう、この条例が通りましたら、今後、調整をしたいと思っています。

以上です。

○議長（荒川 政義君） 砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） 調整をしていただくのはいいと思うんですが、私が聞いたのは、

そういうものを条例とは別に規則なり、文書にしたものを作る予定があるのかどうか、そこをお

伺いします。

○議長（荒川 政義君） 舛本監査委員事務局長。

○監査委員事務局長（舛本 公治君） そういった文書的なもので、作るとしたら、内規とかそう

いったところで基本的なことを決めていく必要があろうかなとは思います。そのあたりは監査委

員２名と相談しながら、作っていかなければいけないとは思います。

○議長（荒川 政義君） 砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） 最後の語尾がちょっと聞き取れなかったんですが、作っていかな

ければならないということでいいですか。

○監査委員事務局長（舛本 公治君） そのことについてを御相談しながら検討していきたいと思

います。

○議長（荒川 政義君） ほかに質疑はございませんか。平野議員。

○議員（７番 平野 和生君） さっき舛本局長さんが言われた１９日のときに、年間は、１日当

たり２万５,０００円になるとおっしゃったよね、たしか。（「そうです」と呼ぶ者あり）そし

たら、今忙しいから３５日になったと。それで年間、これから先、予想でそれぐらいあろうとし

たら、１万３,０００円いくばくか。（「それは」と呼ぶ者あり）よね。（発言する者あり）ち

ょっと違った。（「いや、大体おおちょるよ」と呼ぶ者あり）そしたらもう全く下がったような

感じよね。

これから先に例えば４０日あるとしたら、今３５日で１万円、この日当でしょう。４０日もし

あったら、その５日分は──あっ、５日分は出るんか、ごめん。今度、低くなった場合は、３０日

で済んだ場合は下がるいうことよね、年間でしたら。なんかね……。

○議長（荒川 政義君） 答えさせていいですか。（発言する者あり）

○議員（７番 平野 和生君） 要するに監査役は、まあお金のことを言ったら、お金のことだか

ら、お金のこと言うのは当たり前なんだけど、何か言いたくないんだけど、要するに下げるべき
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じゃないと思うんよね。ツープラトンでいくわけにもいかんのでしょう。例えば年額換算にして、

３５日以上になったらそれを払うとか、以下の場合は、そりゃ年額でいいわけよね。何かやりに

くいのう、これは。

○議長（荒川 政義君） 答えさせます。舛本監査委員事務局長。

○監査委員事務局長（舛本 公治君） ただいまの平野議員さんの御質問なんですけども、標準的

に年額報酬を、事務局が今、年間で定例監査、現金出納検査、それから決算認定の審査、そうい

ったところで現実的に２９年、３０年とやってきた日数、それを基準にした３５日ということに

しています。

それに、あと何が起きるかわかりませんけども、何か起きた際には、それに上乗せ支給すると

いうことで、その部分については日額で上積んでいきますから、現在の年額報酬よりは必ず増え

るだろうなと。

逆に、ほんなら年間の監査日数が減ったらどうかというところなんですけども、日額ですから、

そういったことが起きれば、そういった減額ということもあり得ると思います。

しかしながら、実態的な監査の中身なんですけども、現在のところ、各年で議員さんのほうに

資料としてお出ししております成果報告書、こういった内容を例年見ていただければと思うんで

すけども、各年で少しずつ厚くなって、中身が濃くなっておると思います。そういったことで丁

寧な監査をさせていただくという中での割り振り３５日ですから、監査事務局としてはそれを割

るというふうな日にちはないと思っております。

以上でございます。

○議長（荒川 政義君） ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

討論、採決は、今期最終日の本会議といたします。

暫時休憩をいたします。

午後２時04分休憩

………………………………………………………………………………

午後２時16分再開

○議長（荒川 政義君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

────────────・────・────────────

日程第１９．議案第２４号

○議長（荒川 政義君） 日程第１９、議案第２４号周防大島町病院事業管理者が医師である場合

の給与等に関する条例の一部改正についてを議題とします。
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補足説明を求めます。岡村副町長。

○副町長（岡村 春雄君） 議案第２４号周防大島町病院事業管理者が医師である場合の給与等に

関する条例の一部を改正する条例について、補足説明をいたします。

議案つづり８ページの新旧対照表をご覧いただきたいと思います。病院事業局においては、平

成３０年１０月１７日の山口県人事委員会勧告に基づく給与改定を行わないことといたしており

ます。それに伴いまして、病院事業管理者に支給される給与についても、病院事業局企業職員と

同様に、現状どおり、給与の引き上げとならないように改正するものでございます。

内容につきましては、期末手当の支給割合が、周防大島町一般職の職員の給与に関する条例第

１７条第２項及び第１８条第２項に規定する支給割合を適用していることから、支給割合が引き

上げられることになります。したがいまして、病院事業局企業職員と同様の年間の支給割合を

１００分の４３０とし、平成３１年度以降、６月期と１２月期の支給割合を均等にするため、支

給割合を１００分の２１５に改正するものでございます。

施行日につきましては、周防大島町一般職の給与に関する条例の一部改正が遡及適用であるた

め、平成３１年４月１日からとしております。

何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（荒川 政義君） 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。

議案第２４号周防大島町病院事業管理者が医師である場合の給与等に関する条例の一部改正に

ついて、質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

討論、採決は、今会期最終日の本会議といたします。

────────────・────・────────────

日程第２０．議案第２５号

○議長（荒川 政義君） 日程第２０、議案第２５号周防大島町一般職の職員の給与に関する条例

等の一部改正について、補足説明を求めます。岡村副町長。

○副町長（岡村 春雄君） 議案第２５号周防大島町一般職の職員の給与に関する条例等の一部改

正について、補足説明をいたします。

平成３０年１０月１７日付で山口県人事委員会より、国家公務員との均衡を考慮した給与水準

の見直しを平成３１年４月から実施との勧告がなされたことを受け、一般職の職員の給与に関す

る条例及び船舶職員の給与及び旅費条例の一部を改正しようとするものであります。

それでは、改正の要点を御説明申し上げます。

第１条の周防大島町一般職の職員の給与に関する条例（以下、職員給与条例という）の一部改
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正でございますが、山口県人事委員会の勧告に準じ、別表第１、行政職給料表を現行の水準から

平均で約６,４００円、１.９％引き下げる改正を行うとともに、別表第２、医療職給料表及び別

表第３、技能職給料表につきましても、行政職給料表の改正に準じて改正するものでございます。

次に、第２条の周防大島町船舶職職員の給与及び旅費等に関する条例の一部改正は、第１条の

行政職給料表の改正に準じて船舶職に係る給料表を改正するものでございます。

附則第１項は、施行期日を平成３１年４月１日とするものでございます。附則第２項から第

５項は、激変緩和のための経過措置としての現給保障について規定したものでございます。附則

第６項は、規則への委任であります。

以上でございます。何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたし

ます。

○議長（荒川 政義君） 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。

議案第２５号周防大島町一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について、質疑はござ

いませんか。田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） ２点ほどお尋ねをいたします。

まず、今回の改定で、平均１.９％削減ということですが、この改定で、全体の人件費の予算

削減額がどれぐらいになるのか、御説明をください。

それともう１点は、経過措置で、当分の間ということが、激変緩和のための経過措置を設ける

というのがありますが、この当分の間と激変という、どの程度の期間とか規模とか考えておられ

るのか御答弁をお願いします。

○議長（荒川 政義君） 中村総務部長。

○総務部長（中村 満男君） 田中議員さんの御質問にお答えいたします。

まず最初の、予算に対しての影響額ということでございます。給料分だけを申し上げますと、

約１,７００万円ぐらいになろうかと思います。これと並行して、期末手当、勤勉手当まで影響

を考えますと、２,３００万円ぐらいになるのかなというふうに思っております。ただ、これは

現給保障というのがございますので、予算としては、そこは影響は少なく、差もほとんどないと

いうふうに考えております。

それと、当分の間ということにつきましては、今のところ現給保障を受ける職員がいなくなる

までというふうに私どもは考えております。要は、下がってきたから現給保障額がなくなるまで

は、このままということなのだろうというふうに思っております。

もう一つ、激変ということは、どのように考えておるかということでございますが、これはな

かなか定義がないものですが、このたびの改定額、月額平均６,５００円というのは激変に値す

るというふうに、私どもは思っておるところでございます。
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以上でございます。

○議長（荒川 政義君） 田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） 今回の改定は激変となるということなんですが、じゃあその激変

とならないというのは、どれぐらいの範囲というんですか、改定何円とか、幾らぐらい、何％と

か、そういうのはどれぐらいと受けとめられていますか。

○議長（荒川 政義君） 中村総務部長。

○総務部長（中村 満男君） 先ほど申し上げました激変というのは、幾らまで何％かというのは、

なかなかお答えしづらいんですけれども、基本的に本俸を下げてきたというところからすると、

そこに生活給といいますか、給料を下げられるということについては、ある程度、減給処分とい

う意義付けにもなるんだろうというふうに思いますので、それは一般的にはしないのが普通だろ

うと。そうすると、この激変という言葉を毎回その都度使うとすれば、給料が下がれば激変とい

うことになるのかなというふうに思いました。済いません、そういうことでよろしくお願いいた

します。

○議長（荒川 政義君） ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

討論、採決は、今会期最終日の本会議といたします。

────────────・────・────────────

日程第２１．議案第２６号

日程第２２．議案第２７号

○議長（荒川 政義君） 日程第２１、議案第２６号周防大島町町衆文化の薫る郷公園条例等の一

部改正についてから、日程第２２、議案第２７号周防大島町農業者健康管理センター設置条例の

一部改正についてまでの２議案を一括上程し、これを議題とします。

補足説明を求めます。岡村副町長。

○副町長（岡村 春雄君） それでは、議案第２６号及び議案第２７号について、一括して補足説

明をいたします。

まず、議案第２６号周防大島町町衆文化の薫る郷公園条例等の一部改正についてであります。

公民館等、類似した町内の文教施設の使用料につきまして、できる限り利用者の負担を抑え、

わかりやすい料金体系となるように、関係条例の一部改正につきまして、平成３０年第４回周防

大島町議会定例会において御承認をいただいたところでございます。

しかし、一部の施設におきまして、関係条例の改正を実施しておりませんでしたので、該当す

る施設の関係条例の一部を改正しようとするものでございます。
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それでは、改正内容につきまして、新旧対照表により御説明させていただきます。

第１条の町衆文化の薫る郷公園条例の一部を改正する条例につきましては、使用料を昼間・夜

間・昼夜に分類していたものを１時間当たりに改め、町衆文化生活の館は１時間当たり２１０円

に、町衆文化陶芸の館及び自然ふれあい交流広場は１人につきの使用料を１時間当たりの使用料

とし、それぞれ２１０円、３２０円に改め、夜間休日使用料は基本使用料の１.２倍に改めるも

のでございます。

町衆文化陶芸の館につきましては、冷暖房使用料１時間当たり２１０円を新たに設けるもので

ございます。

備考につきましては、使用時間は８時３０分から２２時まで、夜間使用は１７時から２２時ま

で、使用時間が１時間未満の場合は１時間とみなすものとし、使用時間が１時間を超えて１時間

未満の端数を生じた場合は３０分未満は切り捨て、３０分以上はこれを１時間といたします。

また、使用に伴う準備、清掃等に要する時間は使用時間に含むものとするものとし、町に住所

を有しない方や、町に所在のない団体が使用する場合の使用料は、使用料総額の２倍とするもの

でございます。営利、営業、宣伝を目的とし、または入場料等を徴収する場合の使用料は、使用

料総額の３倍とするものとすると改めるものでございます。

第２条の竜崎陶芸の館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につきましては、使

用料を１人１時間当たり２００円としていたものを１時間当たりに改め、１時間当たり２１０円

に、夜間休日使用料は基本料金の１.２倍に改めるものでございます。

竜崎陶芸の館につきましては、冷暖房使用料１時間当たり２１０円を新たに設けるものでござ

います。

備考につきましては、先に御説明いたしました町衆文化の薫る郷公園条例の一部を改正する条

例の備考と同様でございます。

第３条の周防大島町農村交流伝承館設置条例の一部を改正する条例につきましては、使用料を

「１室につき」を削除し、夜間休日使用料は基本料金の１.２倍に改めるものでございます。

備考につきましては、先に御説明いたしました周防大島町町衆文化の薫る郷公園条例の一部を

改正する条例と、周防大島町竜崎陶芸の館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の

備考に、暖房の次に器具を加え、厨房の次に設備を加えたものでございます。

次に、議案第２７号周防大島町農業者健康管理センター設置条例の一部改正についてでありま

す。

農業者健康管理センターの職員配置につきましては、本町の行財政改革の推進に伴い、合併以

降、久賀公民館に全職員を集め、久賀公民館長が農業者健康管理センター所長を兼務することに

より、センターに常駐職員は不在となりました。また、その後の社会教育課の再編により、現在
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は非常勤嘱託職員が公民館長を務め、農業者健康管理センター所長を兼務している状況となって

おります。このような職員体制の状況から、このたび第４条の「置く」を「置くことができる」

に改めるものでございます。

以上が、２議案の補足説明であります。

何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（荒川 政義君） 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑は議案ごとに

行います。

議案第２６号周防大島町町衆文化の薫る郷公園条例等の一部改正について質疑はございません

か。田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） 今の御説明であれば、この議案は、本来１２月の社会教育施設の

使用条例改正に含めるべきものだったのかなというふうに受けとめたんですが、まだ、１２月議

会の議論では足りないということで今回出されたのか、もし新たな、ここで議論ができるんであ

れば、また８つの疑問点を投げかけたいと思いますが、その辺はいかがでしょうか。

○議長（荒川 政義君） 永田教育次長。

○教育次長（永田 広幸君） 御指摘の部分でございますが、本来であれば、１２月の議会で社会

教育施設の条例改正の中に含めて上程すべきものであったかと思っております。その点を遺漏し

ておりました。大変申し訳ございません。

○議長（荒川 政義君） ほかに質疑はございませんか。砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） 前回は、この値上げ、改定する前と改定後、改定する前の使用状

況を改定後の金額に当てはめた試算という表を出されましたけれども、そういう試算はしていら

っしゃいますか。

○議長（荒川 政義君） 永田教育次長。

○教育次長（永田 広幸君） 前回お出ししました資料につきましては、今回資料としては試算を

しております。

○議長（荒川 政義君） 砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） せっかくしているんだったら、もうきょうしか審議がないので、

どういうことになっているのか、ここで言わなきゃ言うときはないと思うんですが、お聞かせく

ださい。

それから、全体として、１２月のときも言いましたが、社会教育施設全体の改革として、改革

というか改悪というか、いわゆる公共施設等総合管理計画書に基づいた改革というふうに理解し

ていいのかどうか伺います。

○議長（荒川 政義君） 永田教育次長。
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○教育次長（永田 広幸君） まず第１点目の、試算の状況でございますけれども、平成２９年度

決算ベースということで前回試算をさせていただいております。

今回の使用料の関係、料金改正前、改正後の試算でございますけども、今回の３施設におきま

しては約１８万円の減額となっております。前回の計が約４万５,０００円の増額ということで

ございましたが、試算上では、両方合わせますと約１３万２,８０３円という減額の状況となっ

ております。

これにつきまして収支の状況で把握しますと、最終的には３つの今回の改正後の試算につきま

しての収支は５.１９％ということで、前回の収支が４.１８％でございましたが、両方合わせま

すと４.２１％の収支ということで、ほぼ同率というところになっております。

済いません、もう１点、ちょっと準備はしたつもりですが。あと町の公共施設等の総合管理計

画によった今回の対応なのかという部分でございますが、こちらにつきましては、今後、教育委

員会内でも少子高齢化対策とか財政健全化の対策のための適正な改正というところは、場合によ

っては必要になろうかと思いますが、今回の改正については、まずもって施設を公平に、料金を

統一したいと、その上で利用しやすくしたいというところで改正をさせていただきましたので、

その点については、まだまだ至っていないという現状でございます。

○議長（荒川 政義君） ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

議案第２７号周防大島町農業者健康管理センター設置条例の一部改正について、質疑はござい

ませんか。田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） 所長を置かないという場合も想定すると思われるんですが、これ

は理由としては、施設の利用者が少ないとか、そういったことで所長を置かないということもあ

るということなのかどうか、違う場合でしたら、どういうケースを考えて置くことができるに改

正するのか、そこを御説明ください。

それと所長を、例えば、置くことができるだから置かないとしたときに、この同じ施設の使用

条例がありますが、そこの７条に所長の承認というのと、９条に所長の検査というのがあるんで

すが、それを仮に、所長を置くことができるだから、置かないとしたときに、使用条例７条の承

認と９条の検査は誰が行うことになるのか、その辺を御答弁ください。

○議長（荒川 政義君） 永田教育次長。

○教育次長（永田 広幸君） 第１点目の点でございますが、利用者が少ないから所長を置かない

ということではございませんで、合併以降、町職員を現久賀公民館に集約しました関係で、同セ

ンターの中に常駐の職員がいなくなりました。現在は、非常勤嘱託職員の公民館長が同センター
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の所長を兼務しておるわけでございますけれども、所長は置いているけども、施設の中に常勤的

な職員が置いていないという状況でございまして、今回、所長並びにその他の職員を置くことが

できると改正させていただいた状況でございます。

ということで、使用条例の７条の承認と第９条の検査というところでございますが、今申しま

したように、公民館の所長が健康管理センターの所長を兼務している状況でございますので、公

民館長が承認並びに検査を行うことになります。

○議長（荒川 政義君） 田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） あえてここは所長を、その他の職員も入ってですけど、置くこと

ができる、今まで置くといった規定を置くことができるに改正するわけですから、実態は公民館

長と兼務しているというか、それは別の話として、条例上、所長を置くことができるということ

は、置かない場合も当然ある、出てくるんだろうと想定されるんだろうと思うんですが、その置

かない場合に、使用条例の７条の承認と９条の検査は、所長がいないんですから誰か別の人が承

認なり検査をしなきゃいけないはずなんですね。そういう規定にならないといけないんですが、

この使用条例のほうは、あくまでも所長が承認・検査をするというふうに規定されていますので、

その辺の整合性というのはどうなるんでしょうかという、実態は別の話として条例上の話をして

いるんです、規定の話を。

○議長（荒川 政義君） 西川教育長。

○教育長（西川 敏之君） 現時点では、嘱託の公民館長を所長と考えておりますが、おっしゃる

ように将来的には全く所長さんを置かない、公民館長を兼ねるという状態が、将来的には起こる

かもしれません。そのときは、例えば今、社会教育課長が東和の公民館長も兼ねてますから、そ

ういう形も将来考えられるかなと。現在は、今実態として常駐していない、職員もいない。だか

ら、実態に合わせた形で改正という形でおります。

ですから現時点では、そうですね、公民館長は兼務ですけど、おっしゃるとおり、将来的には

公民館長が所長を兼ねないという状態も起こり得るかもしれません。その場合は、例えば東和町

の公民館長は社会教育課長が兼ねていますから、そういう形も将来は、置かないという状況が出

ればあろうかと思っています。

○議長（荒川 政義君） 田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） いや、実態の話をしているんじゃなくて、この条文上の話で、こ

こへ設置条例の一部改正についてということで、これまで所長を置くと、必ず置くという規定を

しているのに、今回、あえて置くことができるというふうに変えるということは、置かない場合

も当然出てくると。それは実態として置かない場合ができる。

その置かないときに、私が言っているのは、使用条例のほうの所長の権限はどういうふうに、



- 65 -

誰が行うんですかということです。だから、そこを、実態の話じゃなくて、条文上の話としてち

ゃんと説明してくださいということを申し上げている。

○議長（荒川 政義君） 西川教育長。

○教育長（西川 敏之君） 現時点で置いている形だったのでそうしましたけど、将来的に、所長

さんと公民館長が兼ねないという状態ができた場合は、また例えば、今の社会教育課の誰かが所

長を兼ねるという形になるかなとは思ってますけど、（発言する者あり）済いません。

それと以前、御指摘いただきましたように、ほかの施設が置くことができるなのに、ここだけ

なぜ置くなのかということもあって、その両方を加味して実態に合わせたという形です。ただ、

実態に合わしたことが法令上、整合性がないと言われたら、ちょっとそうなのかなと、今最近思

ったところですけど。（発言する者あり）

○議長（荒川 政義君） ごめん、３回過ぎちょる。ちょっと暫時休憩します。

午後２時45分休憩

………………………………………………………………………………

午後２時49分再開

○議長（荒川 政義君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

西川教育長。

○教育長（西川 敏之君） いろいろと御指導ありがとうございます。本来であれば、使用条例の

ほうも一緒に出すべきであったと反省しております。現在、置かないとしたときの対応が抜けて

おりましたので、使用条例のほうも修正案を出したいと思います。御迷惑をおかけしました。あ

りがとうございます。

○議長（荒川 政義君） ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

以上で、議案第２６号周防大島町町衆文化の薫る郷公園条例等の一部改正についてから、議案

第２７号周防大島町農業者健康管理センター設置条例の一部改正についてまでの質疑を終了いた

します。

討論、採決は、今会期中の最終日の本会議といたします。

────────────・────・────────────

日程第２３．議案第２８号

○議長（荒川 政義君） 日程第２３、議案第２８号周防大島町布設工事監督者の配置基準及び資

格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正についてを議題とします。補足

説明を求めます。岡村副町長。
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○副町長（岡村 春雄君） 議案第２８号周防大島町布設工事監督者の配置基準及び資格基準並び

に水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正について、補足説明をいたします。

平成２９年５月３１日に学校教育法の一部を改正する法律が公布され、大学制度の中に、新た

に高等教育機関として、専門職大学及び専門職短期大学が創設されることとなりました。

また、技術士法施行規則の一部を改正する省令が、平成２９年１２月２８日に公布され、第

２次試験の選択科目が、現在の２０部門９６科目から２０部門６９科目に大くくりされることと

なりました。

いずれの改正も、平成３１年４月１日から施行され、これに伴い、水道法施行令及び水道法施

行規則の一部も同様に改正されますので、本条例に規定する布設工事監督者及び水道技術管理者

の資格基準を改め、整合性をとろうとするものでございます。

なお、附則として、法律等の施行日と同日の平成３１年４月１日から施行することとしており

ます。

何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（荒川 政義君） 説明が終わりました。これから質疑に入ります。

議案第２８号周防大島町布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格

基準に関する条例の一部改正について、質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

討論、採決は、本会期最終日の本会議といたします。

────────────・────・────────────

日程第２４．議案第２９号

○議長（荒川 政義君） 日程第２４、議案第２９号周防大島町ながうらスポーツ滞在型施設等の

設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題とします。

補足説明を求めます。岡村副町長。

○副町長（岡村 春雄君） 議案第２９号周防大島町ながうらスポーツ滞在型施設等の設置及び管

理に関する条例の一部改正について、補足説明をいたします。

本案は、ながうらスポーツ滞在型施設にトレーラーハウス棟を設置したことに伴い、ながうら

スポーツ滞在型施設等の設置及び管理に関する条例に、トレーラーハウス棟宿泊施設を追加しよ

うとするものであります。

それでは、改正内容につきまして、新旧対照表により御説明をさせていただきます。

主な改正内容につきましては、別表第１（第３条関係）、２周防大島町グリーンステイながう

らの部（３）宿泊施設等の項中に、ウ、トレーラーハウス棟施設を加えております。
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別表第２（第４条関係）、第２項グリーンステイながうら施設等使用期間及び使用時間の宿泊

施設等欄にトレーラーハウス棟宿泊施設を加えるとともに、別表第３（第９条、第１０条、第

１７条関係）、第２項グリーンステイながうら施設等使用料（３）宿泊施設等の区分の欄にト

レーラーハウス棟宿泊室、規模及び内容の欄に１台定員６人、及び、単位及び料金の欄に１人

１泊大人３,３００円、４歳以上中学生まで２,８００円を追加するものであります。

また備考に、ウ、トレーラーハウス棟宿泊室にあっては、申し込みの１単位が３人以上の宿泊

の場合に使用を許可するものとするを追加するものであります。

なお、この条例は、平成３１年４月１日から施行することとしております。

何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（荒川 政義君） 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。

議案第２９号周防大島町ながうらスポーツ滞在型施設等の設置及び管理に関する条例の一部改

正について、質疑はございませんか。田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） 説明資料のほうに、１３ページの表があって、料金の設定方法の

ところで、利用日数が１８５日というのがありますが、この１８５という数字の根拠は何か、御

答弁ください。

それから、トレーラーハウスを入れたということは、ながうらの宿泊室が足りない、少ないと

いうことで入れたんだろうと思うんですが、じゃあながうらの現在というか、これまでの客室の

稼働率というんですか、実際に利用された部屋と利用可能な部屋の割合、それが、過去何年の平

均でもいいですけど、直近の客室稼働率がどの程度あるのか、その辺をお示しください。

それともう一つは、たしか導入議案のときに、これは防災上の理由があって、被災地へ派遣す

るという御説明があったと思いますが、被災地への派遣というのは、この条例上どこでうたうの

か、また別の条例でうたうのか、その辺はどうなっているのか御答弁をお願いいたします。

○議長（荒川 政義君） 林産業建設部長。

○産業建設部長（林 輝昭君） 御質問の１８５日とした根拠ですが、これちょっと昨年、平成

２９年度を参考にしております。平成２９年度が１７５日の稼働でございました。何で１８５か

ということになりますと、その年度の中で温水施設の補修等がございまして２０日間ほど休館し

ております。その２０日間をちょっと加味して１８５日という形での日数としております。

直近の利用率でございますが、平成２７年度からでございます。２７年度が４３.５％、

２８年度が４５％、２９年度が４４.４％の稼働率ということになっています。ただその中で、

現在、交流館、ログハウス５棟、１２人用ございます。それとセンターハウスとして６部屋５人

用がございます。全部で１１部屋。この１１部屋が全て埋まった日数が、平成２７年度は２７日、

２８年度は２０日、２９年度は２４日ございます。
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それで、取りあえず今の御質問の１番と２番については回答させていただきますが、３番目に

ついては総務部のほうでよろしいですか。うちの条例にはないんでですね、使用料の。（発言す

る者あり）そうですか。あとはまた誰か答えていただきます。

○議長（荒川 政義君） 椎木町長。

○町長（椎木 巧君） このトレーラーハウスのことにつきましては、ちょっと私も相当思い入

れがあってから、整備しようということで、昨年度でしたか、議員の皆さん方にも河口湖のほう

に視察に行っていただいたと、議員視察のときに一緒にそこも見ていただいたという経緯がござ

います。

そういうことで、まず被災地に、例えば防災上のこのトレーラーハウスを持って行ってから、

そこを緊急の避難場所に使えるじゃないかというような思惑もあるわけでございますが、今、こ

れの条例の中に何かそういうところが出ているのかという御質問でしたが、実はまだそこは出て

おりません。

というのは、私は、山口県の町村会の中でも、皆さん方のところで宿泊施設を持っておられる

町もありますが、そういうところでこういう防災上も使えるようなトレーラーハウスを宿泊棟に

整備をしませんかという、市長会のほうにもそうなんですが、声をかけております。そして、そ

ういうところが何市町かができたときに、そこで協定を一緒に結んで、例えばそこにみんなが持

って行こうじゃないかというような形のものを想定しているわけでございまして、先にそれがで

きておれば一番良かったと思いますが、そういうことを、これからぜひとも県内、または県外で

もいいんですが、そのような近隣の中で整備をしたところ同士で協定を結んで、そういう防災協

定を結んでおってから、何かあったときに防災上の施設が必要だなとなったときに、それを持ち

寄って、避難住宅とか、または仮設住宅等に使えるというような協定を結びたいというような思

いがあるわけでございまして、今現在、それがこの条例の中にそういうことがうたっていないと

いうのは、まだ今からの取り組みだというふうに思っております。

それともう一つは、確かにグリーンステイながうらの宿泊施設の稼働率全体は、そんなに

９０％とか８０％というものではないんですが、ここの指定管理者、瀬戸内海リゾートという会

社は、皆さん御存じのように大変苦戦をいたしております。そういうことで、相当の額を指定管

理料として支出をしておるという状況にあるわけです。

それでここの宿泊棟というのは、ほとんどが、人数の多い宿泊をとるときというのは、スポー

ツ合宿なんですね。スポーツ合宿というのが、瀬戸内海リゾートのほうの、会社のほうから株主

総会等でよくお聞きする話では、非常に今、スポーツ合宿というのは、ちょっと難しい対応を迫

られておるということがよく聞きます。

例えば、大学生の７０人の合宿であれば、複数地区を実は仮押さえしておると。そして、キャ
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ンセル料が発生する前にどこかに決めて、あとは全部キャンセルしてしまうというようなことが

ちょくちょくあるんだそうです。そうしますと、キャンセルされるまでは、ずっと予約を取っち

ょかにゃいけん。そして予約を取る間は、別のグループが予約を入れたいといったときも取れな

いという状況があるということを聞いております。

そうしますと、大体５０人ぐらいの合宿のグループが多いということになります。そうします

と、５０人を取っとって一般の客がおって、次の５０人を取ろうと思ったら取れないということ

で、さらにもう二、三十ぐらいの別棟といいますか、宿泊棟があれば、非常にそういうところの

効率のいい運用ができるんではないかということを聞いておりましたので、それとこの防災上の

トレーラーハウスということで、整備がある程度安価にできるということと、防災上の対策もで

きるということからして、このトレーラーハウスの導入を決めたわけでございます。

ですから、先ほど部長のほうから説明がありましたが、５０％弱の稼働率ということなんで、

非常に稼働率としたら悪いということになりますが、しかしながら、もう２０ぐらいあるとちょ

うど、本来で言えば、５０人５０人の２つの合宿をとれば、一番満床になって埋まっていいんで

すが、そのようなときに、もう２０ぐらいあれば両方が取れるというようなことも聞いておりま

すので、そのような思いもあって、トレーラーハウスの整備をさせていただいたということでご

ざいますので、御理解いただきたいと思います。

○議長（荒川 政義君） ほかにございませんか。小田議員。

○議員（１３番 小田 貞利君） トレーラーハウス棟宿泊室にあっては、申し込み単位が３人以

上の宿泊の場合に使用を許可するという項があるんですが、これ３人以上というんじゃなくて、

３人までは９,９００円、それ以上は１人追うごとに３,３００円というふうにすれば、２人のお

客さんが取れる可能性が多分に出てくると思うんです。

なかなか１人というのは考えにくいんですが、２人というのは可能性があると思うんで、その

辺の運用の仕方は検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（荒川 政義君） 林産業建設部長。

○産業建設部長（林 輝昭君） ４月からの運用を見て、それから検討していきたいというふう

に思います。（「いやいや、これじゃったら２人は入れんわけじゃけ」と呼ぶ者あり）３人以上

です。（「２人で申し込んだら断らんといけん」と呼ぶ者あり）そうです。（「３人分貰えばえ

えじゃない、２人で」「ログハウスもあるし、センターハウスもみんなそうなんだから」と呼ぶ

者あり）（発言する者あり）（「３人までなら３人も２人も一緒、部屋貸しと一緒なんだから。

そういうのじゃダメなん」と呼ぶ者あり）（発言する者あり）

○議長（荒川 政義君） 暫時休憩します。

午後３時06分休憩
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………………………………………………………………………………

午後３時21分再開

○議長（荒川 政義君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

日程第２４、議案第２９号周防大島町ながうらスポーツ滞在型施設等の設置及び管理に関する

条例の一部改正については、さまざまな意見が出ておりますので、これを委員会付託といたしま

す。

委員長におかれましては、最終日に委員長報告をよろしくお願いを申し上げます。

────────────・────・────────────

日程第２５．議案第３０号

日程第２６．議案第３１号

○議長（荒川 政義君） 日程第２５、議案第３０号山口県市町総合事務組合を組織する地方公共

団体の数の減少及び共同処理する事務の構成団体の変更並びにこれに伴う規約の変更についてか

ら、日程第２６、議案第３１号山口県市町総合事務組合の財産処分についてまでの２議案を一括

上程し、これを議題とします。

補足説明を求めます。岡村副町長。

○副町長（岡村 春雄君） それでは、議案第３０号及び議案第３１号について、一括して補足説

明をいたします。

まず、議案第３０号山口県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び共同処理

する事務の構成団体の変更並びにこれに伴う規約の変更についてであります。

別表第１につきましては、平成３１年３月３１日限りで養護老人ホーム秋楽園組合が解散する

ことに伴い、山口県市町総合事務組合から脱退するため、同組合を削除するものでございます。

別表第２の２の項であります。常勤の職員等に対する退職手当の支給に関する事務、６の項で

あります非常勤職員公務災害補償等事務、１１の項であります行政不服審査会の設置等に関する

事務を共同処理する団体について、平成３１年３月３１日限りで解散する養護老人ホーム秋楽園

組合を削除するものでございます。

同表の８の項につきましては、平成３１年４月１日から公平委員会の設置等に関する事務を共

同処理する団体に、光市及び光地区消防組合を加えるとともに、平成３１年３月３１日限りで解

散する養護老人ホーム秋楽園組合を削除するものでございます。

なお、附則として、平成３１年４月１日に施行することとしております。

次に、議案第３１号山口県市町総合事務組合の財産処分についてであります。

議案第３０号でお諮りしましたとおり、平成３１年３月３１日限りで養護老人ホーム秋楽園組

合が解散し、山口県市町総合事務組合の退職手当支給事務を共同処理する団体から離脱すること



- 71 -

に伴い、財産処分を行うものでありますが、財産処分にあたり、地方自治法第２８９条において、

関係地方団体、公共団体の協議により、これを定めることと規定され、同法第２９０条の規定に

より、議会の議決を求めるものであります。

内容につきましては、養護老人ホーム秋楽園組合が職員等の退職手当の支給に関する事務を行

うために納付した普通負担金及び特別負担金の額と、同組合の職員に支給した退職手当の額に、

山口県市町総合事務組合負担金条例施行規則第６条に規定する額を加算した額との差額を同組合

に帰属させようとするものでございます。

以上、２議案の補足説明であります。

何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（荒川 政義君） 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑は議案ごとに

行います。

その前に、先ほど委員会付託いたしましたのは、建設環境常任委員会でございます。補足をい

たします。

議案第３０号山口県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び共同処理する事

務の構成団体の変更並びにこれに伴う規約の変更について、質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

議案第３１号山口県市町総合事務組合の財産処分について、質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

以上で、議案第３０号山口県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び共同処

理する事務の構成団体の変更並びにこれに伴う規約の変更についてから、議案第３１号山口県市

町総合事務組合の財産処分についてまでの質疑を終結いたします。

討論、採決は、今会期中の最終日の本会議といたします。

────────────・────・────────────

日程第２７．議案第３２号

日程第２８．議案第３３号

○議長（荒川 政義君） 日程第２７、議案第３２号油宇集会施設の指定管理者の指定についてか

ら、日程第２８、議案第３３号小泊集会施設の指定管理者の指定についてまでの２議案を一括上

程し、これを議題とします。

補足説明を求めます。岡村副町長。

○副町長（岡村 春雄君） それでは、議案第３２号及び議案第３３号について、一括して補足説
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明をいたします。

まず、油宇集会施設の指定管理者の指定についてであります。

本案は、周防大島町コミュニティ施設設置条例に定める油宇集会施設の指定管理者の指定につ

いて、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。

この施設は、自治会組織、油宇自治会の区域に位置しており、自治会活動の拠点となっている

ところでございます。よって、施設の設置目的からも、非公募により、これからも引き続き、油

宇自治会を指定管理者に指定することが好ましいと判断し、提案させていただきました。

なお、期間につきましては、平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日までとしておりま

す。

次に、小泊集会施設の指定管理者の指定についてであります。

本案は、周防大島町コミュニティ施設設置条例に定める小泊集会施設の指定管理者の指定につ

いて、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。

この施設も、議案第３２号同様、自治会組織、小泊自治会の区域に位置しており、自治会活動

の拠点となっているところでございます。よって、施設の設置目的からも、非公募により、これ

からも引き続き、小泊自治会を指定管理者に指定することが好ましいと判断し、提案させていた

だきました。

なお、期間は同じく、平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日までとしております。

以上、２議案の補足説明であります。

何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（荒川 政義君） 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑は議案ごとに

行います。

議案第３２号油宇集会施設の指定管理者の指定について、質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

議案第３３号小泊集会施設の指定管理者の指定について、質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

以上で、議案第３２号油宇集会施設の指定管理者の指定についてから、議案第３３号小泊集会

施設の指定管理者の指定についてまでの質疑を終了いたします。

討論、採決は、今会期中の最終日の本会議といたします。

────────────・────・────────────

日程第２９．議案第３４号
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日程第３０．議案第３５号

○議長（荒川 政義君） 日程第２９、議案第３４号周防大島町高齢者生活福祉センター「和田

苑」の指定管理者の指定についてから、日程第３０、議案第３５号周防大島町高齢者生活福祉セ

ンター「しらとり苑」の指定管理者の指定についてまでの２議案を一括上程し、これを議題とし

ます。

補足説明を求めます。岡村副町長。

○副町長（岡村 春雄君） 議案第３４号周防大島町高齢者生活福祉センター「和田苑」の指定管

理者の指定について及び議案第３５号周防大島町高齢者生活福祉センター「しらとり苑」の指定

管理者の指定について、一括して補足説明をいたします。

現在、周防大島町高齢者生活福祉センター設置条例に規定する、和田苑、しらとり苑につきま

しては、毎年度１年間を指定期間とし、平成１８年９月より、社会福祉法人周防大島町社会福祉

協議会を指定管理者として協定書を締結し、管理運営をお願いしているところでございます。

この事業は、高齢者の高齢等のため在宅生活に不安のある方に対し、自炊施設のある居室を提

供し、生活援助員を配置して、利用者に対し、相談、助言を行うものでございます。

国の定める要項でも、指定通所介護事業所を経営するものであって、適切な事業運営が確保で

きると認められる者を指定管理者とすることが規定されております。

このことから、長期間継続し、本施設において総合事業のデイサービス事業及び指定通所介護

デイサービス事業を実施している、社会福祉法人周防大島町社会福祉協議会が管理運営を行うこ

とにより、今後も安定的、効果的な施設運営が期待できるものと判断し、引き続き、非公募によ

り指定管理者として１年間指定しようとするものでございます。

以上、２議案の補足説明であります。

何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（荒川 政義君） 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑は議案ごとに

行います。

議案第３４号周防大島町高齢者生活福祉センター「和田苑」の指定管理者の指定について、質

疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

議案第３５号周防大島町高齢者生活福祉センター「しらとり苑」の指定管理者の指定について、

質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。
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以上で、議案第３４号周防大島町高齢者生活福祉センター「和田苑」の指定管理者の指定につ

いてから、議案第３５号周防大島町高齢者生活福祉センター「しらとり苑」の指定管理者の指定

についてまでの質疑を終了いたします。

討論、採決は、今会期中の最終日の本会議といたします。

────────────・────・────────────

日程第３１．議案第３６号

日程第３２．議案第３７号

○議長（荒川 政義君） 日程第３１、議案第３６号不動産の買入れ（周防大島町陸上競技場及び

周防大島町総合体育館駐車場用地）についてから、日程第３２、議案第３７号動産の買入れ（平

成３０年度道の駅サザンセトとうわ販売所用厨房機器）についてまでの２議案を一括上程し、こ

れを議題といたします。

補足説明を求めます。岡村副町長。

○副町長（岡村 春雄君） それでは、議案第３６号及び議案第３７号について、一括して補足説

明をいたします。

まず、議案第３６号不動産の買入れ（周防大島町陸上競技場及び周防大島町総合体育館駐車場

用地）についてであります。

不動産の買い入れにつきましては、平成３０年第４回周防大島町議会定例会において、補正予

算の御審議をいただきました際に御説明をいたしましたように、旧東和選果場用地を、周防大島

町陸上競技場及び周防大島町総合体育館の駐車場用地として取得するものでございます。

不動産の所在地は、周防大島町大字西方字角田１６４２番４３ほか８筆で、地籍は合計で

５,４５７.７８平方メートル、予算額は６,１１２万７,０００円に対しまして、５,７４８万

３,７１３円の買い入れ価格となっております。

次に、議案第３７号動産の買入れ（平成３０年度道の駅サザンセトとうわ販売所用厨房機器）

についてであります。

本案の動産の買い入れの概要につきましては、冷凍ショーケース４台、冷蔵ショーケース３台

及びソフトクリームサーバー等厨房備品を購入し、道の駅サザンセトとうわの販売所の増築に伴

う販売商品の拡大に対応することが主なものであります。

去る２月１５日に８社で入札を行った結果、株式会社大島電機が６８０万円で落札いたしまし

たので、その価格に消費税の額を加えた７３４万４,０００円で物品売買契約を締結することに

ついて、議会の議決を求めるものでございます。

なお、参考までに、納期は平成３１年３月２９日までを予定しております。

両議案とも、周防大島町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第
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３条の規定により、議会の議決をお願いするものであります。

何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（荒川 政義君） 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑は議案ごとに

行います。

議案第３６号動産の買入れ（周防大島町陸上競技場及び周防大島町総合体育館駐車場用地）に

ついて、質疑はございませんか。田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） この件は、昨年の３月の議会の全協で御説明があったと思います

ので、そのときには、既にここの用地を購入するということが検討され始めていたということだ

と思いますが、それを前提としまして、改めて確認させていただきますが、この５,４５７.７８平

米という土地が、町が必要だから、駐車場用地としてということだと思いますが、必要だから購

入するのだということだということでよろしいのか、その辺の購入に至った経緯というものを改

めて御説明いただきたいと思います。

それと、説明資料のほうに、買い入れ土地の一覧というのがあって、ここに９筆ありますが、

これは全て山口大島農業協同組合の所有地であると、所有者は山口大島農業協同組合でよろしい

かというところを確認させてください。

それと、買い入れ単価は１万１,０００円ぐらいになると思いますが、これの算定方法を教え

ていただければと思います。

○議長（荒川 政義君） 藤井社会教育課長。

○社会教育課長（藤井 郁男君） ただいま御質問にございました購入に至った経緯から、まず御

説明させていただきます。

山口大島農業協同組合が財産を整理を行う中、同組合が所有している土地で、町が公共的に活

用できる土地はないかという提案がありまして、それをもとに道の駅や陸上競技場で大きなイベ

ントを開催するにあたり、近隣で駐車場用地を模索していたため、旧東和選果場跡地を購入する

ということに至りました。

それと、９筆の土地の所有につきましてですが、全て山口大島農業協同組合の土地でございま

す。

あと３点目ですが、不動産鑑定士の鑑定評価のもとに交渉した結果、その土地の単価が決まっ

たというような形でございます。

○議長（荒川 政義君） 田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） 今の御説明だと、山口大島農業協同組合のほうから提案があって、

それを受けてというような御説明でしたけど、それは町がその提案に協力するというスタンスな

のか、これだけの用地が町として必要だから買うのか、その辺の意思というんですかね、その辺
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をもう少し、何か買いませんかと言われて買いますというふうに聞こえたんですが、そうであっ

てはならない。

これだけの５,７００万円という公金を使うのですから、あくまでも駐車場として重要という

か、町として必要だから購入するんだという理由が必要だと思います。もう一回、その辺を御答

弁いただければと思います。

それと、ちょっと気になるのが、これは昨年の３月には、もう購入するということが検討され

ていたということと思いますが、登記簿を見ると、平成３０年の９月７日に山口県から、この

１６４２の３４雑種地とありますが、この長細い中央の土地は、これはもともと山口県の土地だ

った。堤ですけどね、堤体なんですけど。そこを山口県から購入して、今回一体的に購入すると

いうことになっていますが、３０年の９月７日ということは、もう町がここを購入するというこ

とが決まっていたというか、その検討を始めていた時期なんでですね。そうであれば、例えばこ

の１６４２の３４という、ほかにも山口県の土地があったんですが、ここだけを見ると、非常に

この中央に帯のような長細い土地だと。こういう土地は、一般的な整形の土地よりは、かなり安

く売買されるというのが常識ですし、県もそのように、一般論としてはそう言っておられます。

であれば、この９月に山口大島農協が県から買い上げる前に、町が３月以降、早い時点で町が

県と話をして、ここを県から直接、町が買い取っていれば、この１万１,２００円という宅地全

体の単価で、少なくともこの１６４２の３４については購入しなくても済んだのではないかと思

いますけど、その辺の経緯を、どうであったのか御答弁をいただきたいと思います。

○議長（荒川 政義君） 椎木町長。

○町長（椎木 巧君） この西方の選果場の用地は、既にもう選果場の機能は休止されておりま

して、集荷場のみの利用がＪＡでされておったということでございまして、町にとりましては、

陸上競技場、そして総合体育館、さらには道の駅、そしてその周辺のいろいろなイベントのこと

を考えますと、ぜひともこの土地を取得をしたいという希望を以前から持っておりました。

ＪＡの前の吉村組合長の時代から、もしあそこを競売にでもかけるということになれば町も参

加をしたいということも申し上げておりました。

そのうちＪＡは、今年の４月から、もう既にＪＡ山口県になるわけでございまして、合併の話

がどんどん進みまして、そして、前の吉村組合長さんのほうからも、早くしないと、これは県の

農協の財産になってしまうと、なかなかまた話が困難になるのではないかというようなお話もあ

りました。

しかしながら、私たちは、この選果場は建物が建ったままで購入するというのは、なかなか難

しいし、また、私たちは建物自体は全く不要なわけでして、もともと競技場の周辺の駐車場不足

を解消したいという意味でありましたので、建物を解体して、駐車場としてすぐ使えるような状
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態になってから購入したいという希望を申し上げておりました。

そして、ＪＡから打診があったという話がさっきありましたが、実はＪＡ山口大島は、たくさ

んあちこちの不要不急の財産を、遊休財産を今処分をいたしております。その中で、町のほうと

して活用するところがあれば、先に言っていただければ、それは町のほうと先に交渉をさせてい

ただきますという話もいただいておりましたので、そういうことからして、私たちは希望とすれ

ば、集荷場の建物を解体していただいて更地にしていただき、なおかつクラッシャーランを敷い

て、駐車場としてすぐ使えるという状況にしていただくのが条件ですというふうなことは、当初

から申し上げておりました。

そして、５,０００平米にも及ぶ大きな土地でございますし、また、価格につきましても

５,０００万円を超えるというような大きな価格でございますんで、当然のことながら、組合長

と私がただ交渉しただけでは、なかなか難しいということもありますし、公平な価格をきちんと

出さなければならないということからして、ＪＡのほうも当然ながら理事会や組合員の皆様方に

説明する必要があるということからして、不動産鑑定をかけるということで、その話をいただき

ました。

しかしながら、実はこの不動産鑑定をかけるときに、私どもも土地の地籍は調べておりました

が、中に県有地が、雑種地とか、または堤とかいうようなものがありまして、当然、これを県の

ほうからＪＡが払い下げを受けて一つの土地にしなければ、不動産鑑定自体がかけられない、ま

あ、かけられないことはないんですが、今ＪＡのある土地だけで、まずその不動産鑑定をかけて、

あとは細切れになっているわけです。ですから、一体的な不動産鑑定はかけられないということ

で、ＪＡが急遽、県のほうに払い下げ申請をされて、県のほうから払い下げを受けたという経緯

がございます。

今、議員さんが、町が先に受ければよかったのではないかということでございますが、こうい

う土地は、県はその隣接地に払い下げるというのが、まず第一でございまして、全くこれを、Ｊ

Ａとは関係ない第三者が、この帯のようなところを取得してしまうと、ＪＡ自体はもう全く使い

ものにならないということになりますので、県のほうは、隣接する土地の方に払い下げをすると

いうようなこともあると思います。そういうことからして、最近になって県のほうから払い下げ

を受けられたということでございます。

そして、単価のことでございますが、単価は、全部で不動産鑑定をかけております。不動産鑑

定をかけておって、その単価は平米１万１,２００円であったというふうに不動産鑑定評価もい

ただいております。

しかしながら、県から払い下げを受けた価格は、平米１万１,２００円で払い下げは受けてお

らないというふうに私は思っておりまして、それで組合のほうには、県のほうから、実はＪＡさ
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んのほうは相当格安で譲り受けておるんではないですかということを交渉したわけでございまし

て、そうしますと、当然ながら１万１,２００円ではなかったということでございまして、その

単価は、４８９.０５平米ほど県から払い下げを受けておるわけでございますが、それは価格に

すると１８３万円であったということでございましたんで、それを割り戻して単価を出すと、約

３,７００円ぐらいになったわけですね、平米当たりが。ですから、それは、じゃあその価格で

私たちにもぜひ取得させてほしいということでお願いをして、その話がついたわけでございまし

て、もともとのＪＡが持っておった４,９６８平米については、不動産鑑定価格の平米１万

１,２００円で出した価格５,５６０万円と、県から払い下げを受けた１８３万円と合わせて、今

回の５,７４８万３,０００円という価格に設定されたということでございますので、これはＪＡ

のほうとしても、県から払い下げを受けた価格を不動産鑑定の価格で私たちのほうに売ったとい

うわけじゃなくて、正当な価格であるというふうに私たちも思っておるところでございます。

それと、これは以前から、あそこでいろんなイベントを最近よくやりますが、東和中学校のグ

ラウンドと、そして東和のグラウンドしか駐車場がないわけでして、非常に困難をしております

が、ここが駐車場となれば、非常に大きなイベント等に活用できるものだと思っておるところで

ございます。

○議長（荒川 政義君） 田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） 詳しい御説明、ありがとうございました。今の御説明によると、

もともと、だから９月７日の所有権移転前の山口大島農協の土地の部分と、９月７日、山口県か

ら払い下げを受けた部分は単価が違うということでよろしいのか。

それと、今、県は隣接地じゃないと払い下げをしないよということだったんですが、だったら

町が先に山口大島農協から買い取ったあとで、県から町が払い下げを受けたらよかったんじゃな

いかな。単価が違うというんであれば、それも意味のないことでありますけど、もし単価が、こ

の５,４５７平米に１万１,２００円という単価が適用されているんであれば、ちょっとそこは方

法として問題というか、ちょっと整合性がとれんのじゃないかなと思いますけど、その辺、もう

一度補足をお願いいたします。

○議長（荒川 政義君） 椎木町長。

○町長（椎木 巧君） 県は、隣接地に優先的に払い下げをすると言うんだろうと思います。で

すから、この土地を全くＪＡでない第三者がこの土地を県から譲り受けて、ここを取得してしま

うと、ＪＡの土地というのは非常にいびつな形になってから活用できないんじゃないかと思いま

す。ですから、当然のことながら、県のほうも隣接であるＪＡに払い下げをするということにな

ったと思います。ですから、ここを町が先に取得するということは、もともと考えてなかったと

いうことでございます。
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それで、不動産鑑定士が出した価格は平米１万１,２００円でしたから、ＪＡが県から払い下

げを受けた４８９平米を除いた部分、４,９６８平米、これに１万１,２００円を掛けた

５,５６０万円が、これが不動産鑑定が出した平米１万１,２００円の総額でございます。

そして、県から払い下げを受けた４８９平米は、平米３,７５０円で１８３万３,０００円、こ

れを両方足したものが５,７４８万３,０００円、今回議案として出している価格でございます。

○議長（荒川 政義君） ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

日程第３２、議案第３７号動産の買入れ（平成３０年度道の駅サザンセトとうわ販売所用厨房

機器）について、質疑はございませんか。田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） この契約金額の予定価格の決定方法を、見積業者であれば、その

見積業者の数とか、どういった業者から見積もりをとっているのか、それから見積価格が複数の

場合は、幾らと幾らで見積もりがあって、この予定価格になっていますよというところを御説明

いただきたいと思います。

○議長（荒川 政義君） 林産業建設部長。

○産業建設部長（林 輝昭君） 見積業者、数としては、一応１社からとっております。厨房機

器メーカー取扱業者です。

あと見積金額につきましては、１,０２０万６,０００円ということになっております。

○議長（荒川 政義君） 田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） その見積業者というのは、今回のこの指名業者には含まれていな

いということでよろしいのか。

それと、１社ということなんですけど、この資料のほうの内訳書には、自動殺菌ソフトサー

バーとか一槽シンクとかありますけど、こういったものは、いろんなメーカーが機械をつくって

設備を製造していますので、例えば製造メーカーから見積もりをとったのであれば、１社ではな

くて、普通複数から、最低でも２社以上から見積もりをとってみるのではないかなと思いますが、

それが１社で見積もり、この予定価格を決めたという理由を御説明ください。

○議長（荒川 政義君） 林産業建設部長。

○産業建設部長（林 輝昭君） 見積業者と、まず入札業者でございますが、これは業者は重複

しておりません。

次に、何で１社かということなんですが、見積もりをとった業者が厨房機器メーカーであると

いうことと、同等品でも見積もりはオーケーですよということなんですが、通常、カタログによ

く、今ごろ価格が載っていないのもございます。何て言うちゃったですかね。（発言する者あ
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り）オープン価格とか、そういうのもいろいろある関係で、取りあえずは１社ということで実施

しております。

○議長（荒川 政義君） 田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） いや、オープン価格でも、見積書をとったこの業者は、ちゃんと

この金額を提示してきているわけですから、ほかの業者も同様の、例えば標準品で同等品で見積

もりを出してくださいと言えば、見積もりは出てくるはずなんですが、そこをなぜこの１社だけ

にしたのかというところを、もう一回御答弁をお願いします。

○議長（荒川 政義君） 林産業建設部長。

○産業建設部長（林 輝昭君） １社という理由としては、近くにそういう取扱業者がなかった

というのが一つの大きな理由だというふうに思っております。

○議長（荒川 政義君） ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

これから討論、採決を行います。議案第３６号、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、討論を終結します。

これから起立による採決を行います。議案第３６号不動産の買入れ（周防大島町陸上競技場及

び周防大島町総合体育館駐車場用地）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を

求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（荒川 政義君） 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。

議案第３７号、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、討論を終結します。

これより起立による採決を行います。議案第３７号動産の買入れ（平成３０年度道の駅サザン

セトとうわ販売所用厨房機器）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めま

す。

〔賛成者起立〕

○議長（荒川 政義君） 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。

────────────・────・────────────

○議長（荒川 政義君） 以上で、本日の日程は全部議了いたしました。

本日はこれにて散会いたします。
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次の会議は、明日３月６日水曜日、午前９時３０分から開きます。

○事務局長（舛本 公治君） 御起立願います。一同、礼。

午後３時59分散会

──────────────────────────────


